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Information
▶飯塚市役所

▶穂波庁舎・支所
　☎0948-22-5500・FAX0948-21-2066

　☎0948-22-0380・FAX0948-26-4733
▶筑穂支所
　☎0948-72-1100・FAX0948-31-3100
▶庄内支所
　☎0948-82-1200・FAX0948-82-3520
▶頴田支所
　☎0948-92-2211・FAX0948-92-0332

●
本
庁
と
穂
波
支
所
で
は
、
毎
週
木
曜
日
に
窓
口
業
務
の
一
部
を
延
長
し
て
い
ま
す
。
延
長
時
間（
19
時
ま
で
）
に
よ
る
取
扱
い
業
務
は
、
所
管
課
ま
で
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

　対象 　　とき 　　ところ 　　内容 　　定員 　　料金･費用 　　託児 　　持ってくるもの 　　申込期限･申込期間 　　申し込み 　　問合せ
※　　の記載がないものは参加無料 ※募集等で申込方法の記載がないものは電話受付

所時 料
料

対 定内 託 持 期 申 問

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

市
道
の
ポ
ッ
ト
ホ
ー
ル

（
舗
装
の
穴
ぼ
こ
）

情
報
提
供
の
お
願
い

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

　
道
路
を
通
行
中
に
事
故
や
け
が
に

つ
な
が
り
そ
う
な
ポ
ッ
ト
ホ
ー
ル
を

見
つ
け
た
場
合
は
ご
連
絡
を
お
願
い

し
ま
す
。

　
市
公
式
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
か
ら
直
接
市
に

通
報
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
詳
し

く
は
市
Ｈ
Ｐ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
土
木
管
理
課（
☎
内
線
１
５
４
５
）

各
支
所
経
済
建
設
課

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

あ
す
な
ろ
猫

事
業
に
つ
い
て

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

対
飼
い
主
の
い
な
い
猫
を
不
妊
・
去

　
勢
さ
せ
よ
う
と
す
る
人

料
メ
ス
一
頭
　
１
１
，
０
０
０
円

　
オ
ス
一
頭
　
５
，
５
０
０
円

※
申
込
者
自
己
負
担
（
税
込
）
で
す
。

申
電
子
申
込
（
あ
す
な
ろ
猫
事
業
Ｈ

　
Ｐ
よ
り
申
込
み
で
き
ま
す
。）

※
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
が
で
き

　
な
い
方
は
病
院
に
お
問
合
せ
下
さ

　
い
。

・
浜
野
動
物
病
院

（
☎
０
９
４
８
・
25
・
５
９
７
７
）

・
か
ほ
ま
ち
愛
犬
病
院

（
☎
０
９
４
８
・
57
・
１
８
８
４
）

▽
申
込
期
間

　
4
月
15
日
火
〜
5
月
15
日
木

▽
手
術
期
間

　
6
月
１
日
日
〜
7
月
31
日
木

問
環
境
整
備
課

（
☎
０
９
４
８
・
22
・
５
５
０
２
）

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

市
営
住
宅(

空
き
家)

入
居
者
募
集

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

対
①
市
内
に
住
民
登
録
が
あ
る
人
、

　
　
ま
た
は
市
内
勤
務
者

　
②
申
込
者
お
よ
び
同
居
予
定
者
が

　
　
市
町
村
税
を
滞
納
し
て
い
な
い

　
　
こ
と

　
③
政
令
で
規
定
す
る
所
得
要
件
に

　
　
該
当
す
る
こ
と

※
そ
の
他
、
単
身
入
居
な
ど
の
場
合

　
に
は
資
格
要
件
が
あ
り
ま
す
。
詳

　
し
く
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

時
５
月
１
日
木
〜
９
日
金

※
毎
週
木
曜
日
の
窓
口
延
長
で
は
、

　
受
付
し
て
い
ま
せ
ん
。

問
住
宅
課(

☎
内
線
１
５
２
１
）

　
各
支
所
経
済
建
設
課

※
同
課
に
備
え
付
け
の
申
込
案
内
書

　
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
直
接
窓

　
口
に
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

※
入
居
さ
れ
る
方
以
外
が
代
理
で
申

　
込
み
に
来
ら
れ
る
場
合
は
、
委
任

　
状
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

イ
イ
ヅ
カ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

セ
ン
タ
ー
は
改
修
に
伴
い

休
館
し
ま
す

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

●
休
館
期
間
（
予
定
）

【
中
央
公
民
館
・
サ
ン
ク
ス
】

時
令
和
7
年
5
月
1
日
木
〜

　
令
和
8
年
2
月
28
日
土

【
飯
塚
図
書
館
】

時
令
和
7
年
5
月
1
日
木
〜

　
令
和
8
年
3
月
31
日
火

　
中
央
公
民
館
窓
口
に
つ
い
て
は
、

5
月
16
日
金
ま
で
開
設
し
ま
す
。

　
そ
の
後
、
生
涯
学
習
に
関
す
る
対

応
窓
口
は
、
改
修
期
間
中
穂
波
庁
舎

へ
移
転
し
ま
す
が
、
土
曜
日
の
窓
口

開
設
は
行
い
ま
せ
ん
。

　
各
事
務
室
の
移
転
先
な
ど
の
詳
細

は
市
Ｈ
Ｐ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
生
涯
学
習
課

（
☎
０
９
４
８
・
22
・
３
２
７
４
）

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

介
護
保
険
料
の

基
準
所
得
金
額
が

変
更
に
な
り
ま
す

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

　
飯
塚
市
介
護
保
険
料
（
65
歳
以
上

の
第
１
号
被
保
険
者
）
の
所
得
段
階

の
基
準
所
得
金
額
が
次
の
と
お
り
変

更
と
な
り
ま
す
。

●
変
更
年
月
日

　
令
和
７
年
４
月
１
日

●
変
更
内
容

　
段
階
区
分
が
第
１
段
階
・
第
２
段

階
・
第
４
段
階
・
第
５
段
階
の
所
得

段
階
に
記
載
の
「
課
税
年
金
収
入
金

額
と
合
計
所
得
金
額
の
合
計
」
に
あ

る
80
万
円
が
80
万
９
千
円
に
な
り
ま

す
。

問
介
護
保
険
課
保
険
料
係

（
☎
０
９
４
８
・
96
・
８
２
３
１
）

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

事
業
者
公
募
説
明
会
の

お
知
ら
せ

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

　
第
９
期
介
護
保
険
事
業
計
画
に
お

い
て
整
備
す
る
と
し
て
い
る
「（
介

護
予
防
）
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活

介
護
」
を
飯
塚
地
区
に
１
事
業
所
２

ユ
ニ
ッ
ト
を
開
業
す
る
事
業
者
を
１

カ
所
公
募
し
、
併
せ
て
公
募
説
明
会

を
実
施
し
ま
す
。

対
公
募
要
領
に
お
け
る
申
請
条
件
に

　
該
当
す
る
法
人

時
４
月
25
日
金

申
事
前
申
込
み
制
で
個
別
に
行
い
ま

　
す
。
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

　
さ
い
。

問
介
護
保
険
課
事
業
所
係

（
☎
内
線
１
６
５
７
〜
１
６
５
９
）

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

遠
賀
川
環
境
保
全
活
動

団
体
支
援
助
成
事
業

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

　
遠
賀
川
流
域
で
、
河
川
の
水
質
の

改
善
等
を
目
的
と
し
た
環
境
保
全
活

動
を
行
う
住
民
団
体
等
に
対
し
て
、

そ
の
活
動
費
を
助
成
し
ま
す
。

対
支
流
を
含
む
遠
賀
川
流
域
で
活
動

　
を
行
っ
て
い
る
、
又
は
今
後
行
お

　
う
と
す
る
会
員
数
５
人
以
上
の
団

　
体
の
除
草
・
清
掃
活
動
・
水
質
・

　
生
物
調
査・普
及
啓
発
活
動
等（
他

　
か
ら
の
助
成
を
受
け
て
い
る
活
動

　
は
除
く
）

時
令
和
７
年
６
月
〜
令
和
８
年
１
月

内
１
団
体
あ
た
り
上
限
10
万
円

期
４
月
１
日
火
〜
18
日
金

問
北
九
州
市
上
下
水
道
局
水
質
試
験

　
所

（
☎
０
９
３
・
６
４
１
・
５
９
４
８

　
FAX
０
９
３
・
６
４
１
・
５
９
９
８
）

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

令
和
７
年
消
防
通
信

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

　
病
気
や
ケ
ガ
を
未
然
に
防
ぐ
た
め

に
、
日
頃
か
ら
気
を
付
け
る
ポ
イ
ン

ト
を
知
り
、
意
識
し
て
行
動
す
る
こ

と
を
「
予
防
救
急
」
と
い
い
ま
す
。

季
節
ご
と
の
予
防
救
急
を
各
自
意
識

し
て
行
い
ま
し
ょ
う
。

●
３
月
〜
６
月

　
ハ
チ
等
に
よ
る
刺
咬
傷
（
ア
ナ

　
フ
ィ
ラ
キ
シ
ー
）

●
７
月
〜
９
月

　
熱
中
症
等

●
10
月
〜
11
月

　
キ
ノ
コ
類
、
ア
ニ
サ
キ
ス
等
の
食

　
中
毒

●
12
月
〜
２
月

　
火
災
に
よ
る
火
傷
等

※
救
急
車
を
呼
ぶ
時
に
は
、
次
の
こ

　
と
に
気
を
付
け
ま
し
ょ
う
。

①
１
１
９
通
報
時
に
は
必
要
な
情
報

　
を
伝
達
（
場
所
、
症
状
、
氏
名
、

　
年
齢
、
か
か
り
つ
け
病
院
等
）

②
持
っ
て
行
く
も
の
を
準
備
（
保
険

　
証
、
お
薬
手
帳
等
）

③
家
を
出
る
時
の
確
認
（
火
の
元
や

　
施
錠
の
確
認
等
）

問
飯
塚
消
防
署
岩
崎
出
張
所

（
☎
０
９
４
８
・
42
・
０
６
５
５
）

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

厚
生
労
働
省
慰
霊
巡
拝

参
加
者
募
集

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

対
慰
霊
巡
拝
を
行
う
戦
域
に
お
け
る

　
戦
没
者
の
遺
族
で
、
健
康
状
態
が

　
良
好
な
人

時
所

①
８
月
下
旬
〜
９
月
上
旬

　
中
国
東
北
地
方
、イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、

　
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
共
和
国

②
９
月
中
旬

　
東
部
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア

③
９
月
下
旬
〜
10
月
中
旬

　
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
、

　
ト
ラ
ッ
ク
諸
島

④
11
月
中
旬

　
硫
黄
島
（
第
１
次
）

⑤
１
月
下
旬
〜
２
月
中
旬

　
パ
ラ
オ
諸
島
、フ
ィ
リ
ピ
ン
（
１・

　
２
・
３
班
）、
硫
黄
島
（
第
２
次
）

⑥
３
月
上
旬

　
ミ
ャ
ン
マ
ー

※
詳
し
く
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

申
社
会
・
障
が
い
者
福
祉
課

(

☎
０
９
４
８
・
96
・
８
２
３
４

　
FAX
０
９
４
８
・
21
・
６
３
５
６
）

問
福
岡
県
保
護
・
援
護
課

(

☎
０
９
２
・
６
４
３
・
３
３
０
１

　
FAX
０
９
２
・
６
４
３
・
３
３
０
６)

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

飯
塚
観
光
マ
イ
ス
タ
ー

（
観
光
案
内
人
）

養
成
講
座

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

対
飯
塚
近
隣
地
域
の
歴
史
・
文
化
に

　
興
味
が
あ
り
、
観
光
案
内
活
動
に

　
関
心
が
あ
る
方

時
４
月
26
日
土
〜
８
月
２
日
土

　
13
時
〜
15
時
　
計
８
回
（
予
定
）

所
立
岩
交
流
セ
ン
タ
ー

　
飯
塚
市
歴
史
資
料
館

内
①
郷
土
史
、
施
設
見
学
及
び
現
地

　
研
修
、
ガ
イ
ド
マ
ナ
ー
な
ど

　
②「
飯
塚
の
魅
力
」
を
伝
え
る
案

　
内
人
を
養
成
す
る
た
め
の
知
識
学

　
習

期
４
月
16
日
水

問
申
飯
塚
観
光
協
会

（
☎
０
９
４
８
・
22
・
３
５
１
１
　

　
FAX
０
９
４
８
・
22
・
２
５
２
８
）

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

令
和
７
年
度
第
１
回
危
険
物

取
扱
者
試
験
準
備
講
習
会

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

時
５
月
25
日
日

　
８
時
20
分
〜
17
時

所
飯
塚
地
区
消
防
本
部

内
乙
種
第
４
類

定
30
人

期
４
月
21
日
月
〜
５
月
16
日
金

　
８
時
半
〜
17
時
（
平
日
の
み
）

申
飯
塚
地
区
消
防
本
部
予
防
課

問
嘉
飯
地
区
危
険
物
安
全
協
会

　
飯
塚
地
区
消
防
本
部
予
防
課
内

（
☎
０
８
０
・
３
９
９
９
・
７
６
０
７
）

　

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

シ
ル
バ
ー
農
園

利
用
者
募
集

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

対
60
歳
以
上
の
市
内
に
住
所
を
有
す

　
る
方

所
菰
田
農
園

定
６
人
（
先
着
）

料
年
間
額
　
４
６
０
円
程
度

所
相
田
農
園

定
12
人
（
先
着
）

料
年
間
額
　
６
８
０
円
程
度

申
農
林
振
興
課（
☎
内
線
１
４
７
２
）

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

商
品
で
あ
る
軽
自
動
車
等（
販
売
用
）

の
課
税
を
免
除
し
ま
す

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

対
令
和
７
年
４
月
１
日
現
在
で
、

　
次
の
①
〜
④
ま
で
の
全
て
の
条
件

　
を
満
た
す
も
の

　
①
令
和
６
年
４
月
２
日
以
降
に
取

　
　
得
し
た
軽
自
動
車
等
で
あ
る
こ
と

　
②
軽
自
動
車
等
が
商
品
で
あ
る
こ
と

　
③
軽
自
動
車
等
が
使
用
し
な
い
も
の

　
　
で
あ
る
こ
と

　
④
申
請
者
は
、
所
有
し
て
い
る
軽
自

　
　
動
車
等
の
全
て
に
つ
い
て
税
を
滞

　
　
納
し
て
い
な
い
こ
と

期
４
月
30
日
水

※
詳
し
く
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

問
税
務
課
（
☎
内
線
１
０
６
０
）

※
課
税
免
除
の
申
請
は
、
本
庁
税
務

　
課
で
の
み
受
付
て
い
ま
す

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

固
定
資
産
税
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

　
令
和
７
年
度
の
固
定
資
産
税
に
係

る
土
地
ま
た
は
家
屋
の
価
格
な
ど
が

記
載
さ
れ
た
帳
簿
を
縦
覧
し
ま
す
。

対
固
定
資
産
税
の
納
税
者
、
納
税
者

　
と
同
居
の
親
族
・
納
税
管
理
人
、

　
納
税
者
の
代
理
人（
委
任
状
必
要
）

時
４
月
１
日
火
〜
６
月
２
日
月

　
８
時
半
〜
17
時
15
分

内
ご
自
身
及
び
第
三
者
の
不
動
産
評

　
価
額

※
帳
簿
の
写
し
は
交
付
で
き
ま
せ

　
ん
。
た
だ
し
、
縦
覧
期
間
中
は
縦

　
覧
で
き
る
人
か
ら
請
求
が
あ
っ
た

　
自
己
不
動
産
に
限
り
、「
令
和
７

　
年
度
名
寄
帳
兼
課
税
台
帳
」
の
写

　
し
を
交
付
し
ま
す
。

持
①
免
許
証
な
ど
身
分
確
認
が
で
き

　
　
る
も
の
。

　
②
前
年
度
の
納
税
通
知
書
、
課
税

　
　
資
産
明
細
書
の
い
ず
れ
か
一
つ
。

所
問
税
務
課
　
固
定
資
産
税
係

（
☎
０
９
４
８
・
22
・
５
５
１
０
）

※
帳
簿
の
縦
覧
は
支
所
で
は
行
っ
て

　
い
ま
せ
ん
。

募
集

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

令
和
７
年

国
勢
調
査
の
調
査
員

を
募
集
し
ま
す
！

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

対
20
歳
以
上
の
方
（
税
務
、
警
察
、

　
選
挙
事
務
等
と
直
接
関
係
の
な
い

　
方
）

時
令
和
７
年
８
月
下
旬
〜
10
月
下
旬

　（
約
２
ヵ
月
間
）

内
調
査
員
の
仕
事

　
・
調
査
員
事
務
説
明
会
へ
出
席

　
・
担
当
し
て
い
る
調
査
区
の
確
認

　
・
調
査
世
帯
を
訪
問
し
、
調
査
の

　
　
説
明
・
調
査
票
の
配
布
・
回
収

　
・
調
査
票
の
点
検
・
提
出

●
調
査
員
報
酬
　
約
４
万
〜
７
万

※
担
当
す
る
調
査
区
数
や
世
帯
数
に

　
よ
っ
て
増
減
し
ま
す

期
４
月
下
旬
ま
で

申
①
市
Ｈ
Ｐ
か
ら
電
子
申
請

　
②
同
課
に
備
付
の
申
込
書
（
市
Ｈ

　
　
Ｐ
で
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
に

　
　
記
入
の
上
、
メ
ー
ル
、Ｆ
Ａ
Ｘ
、

　
　
郵
送
ま
た
は
窓
口
提
出

　
③
電
話
申
込

問
総
務
課

（
☎
０
９
４
８
・
96
・
８
２
３
８

　
FAX
０
９
４
８
・
21
・
２
０
６
６

叞soum
u@

city.iizuka.lg.jp

）

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

令
和
８
年
度

公
共
施
設
指
定

管
理
者
の
募
集

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

期
募
集
要
項
配
布
期
間

　
４
月
１
日
火
〜
５
月
30
日
金

期
申
請
受
付
期
間

　
５
月
29
日
木
〜
５
月
30
日
金

対
問

○
飯
塚
市
リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ
工
房
棟

　
環
境
整
備
課

（
☎
０
９
４
８
・
96
・
８
５
０
８
）　

○
サ
ン
・
ア
ビ
リ
テ
ィ
ー
ズ
い
い
づ
か

　
社
会
・
障
が
い
者
福
祉
課

（
☎
０
９
４
８
・
22
・
５
５
０
７
）

○
飯
塚
市
新
産
業
創
出
支
援
セ
ン

　
タ
ー

　
産
学
振
興
課

（
☎
０
９
４
８
・
22
・
５
５
１
８
）

○
飯
塚
立
体
駐
車
場

　
建
設
政
策
課

（
☎
０
９
４
８
・
96
・
８
４
７
１
）

○
街
な
か
子
育
て
ひ
ろ
ば

　
こ
ど
も
家
庭
課

（
☎
０
９
４
８
・
43
・
３
３
０
５
）

※
詳
し
く
は
市
Ｈ
Ｐ
か
ら
ご
確
認
く

　
だ
さ
い
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

サ
ン
ク
ス
フ
ォ
ー
ラ
ム
実
行
委
員
を

募
集
し
ま
す

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

　
サ
ン
ク
ス
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
は
、
飯

塚
市
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
の
市

民
の
意
識
の
醸
成
を
図
り
、
男
女
共

同
参
画
社
会
づ
く
り
を
推
進
す
る
こ

と
を
目
的
に
毎
年
開
催
さ
れ
て
い
ま

す
。

　
今
年
度
の
開
催
に
向
け
て
実
行
委

員
と
し
て
活
動
で
き
る
方
を
募
集
し

ま
す
。

期
4
月
18
日
金

申
問
男
女
共
同
参
画
推
進
セ
ン

　
タ
ー
「
サ
ン
ク
ス
」

（
☎
０
９
４
８
・
22
・
７
０
５
８
）

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

大
規
模
災
害
時
に
お
け
る
災
害
復
旧

支
援
業
務
に
関
す
る
協
定
締
結
者
の

募
集

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

　
大
規
模
災
害
発
生
時
の
施
設
機
能

回
復
等
の
災
害
復
旧
支
援
業
務
に
関

す
る
協
定
締
結
者
を
募
集
し
ま
す
。

対
飯
塚
市
指
名
願
を
提
出
し
て
い
る

　
市
内
測
量
業
者

期
４
月
15
日
火
〜
５
月
30
日
金

●
協
定
期
間
　
　
　
　
　
　
　
　

　
６
月
１
日
日
〜
翌
年
５
月
31
日
日

※
４
月
15
日
か
ら
土
木
管
理
課
、
各

　
支
所
経
済
建
設
課
で
協
定
書
の
様

　
式
を
配
付
し
ま
す
。

問
土
木
管
理
課

（
☎
０
９
４
８
・
22
・
５
５
１
１
）

　
各
支
所
経
済
建
設
課

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

風
水
災
害
時
の
緊
急
対
策
等
に
関
す

る
協
定
締
結
者
の
募
集

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

　
風
水
災
害
発
生
時
の
施
設
機
能
回

復
の
た
め
の
緊
急
対
策
等
に
関
す
る

協
定
締
結
者
を
募
集
し
ま
す
。

対
飯
塚
市
指
名
願
提
出
の
市
内
業
者

　
※
工
種
ラ
ン
ク
は
不
問

期
４
月
15
日
火
〜
５
月
30
日
金

●
協
定
期
間

　
６
月
１
日
日
〜
翌
年
５
月
31
日
日

※
４
月
15
日
か
ら
土
木
管
理
課
、
各

　
支
所
経
済
建
設
課
で
協
定
書
の
様

　
式
を
配
付
し
ま
す
。

問
土
木
管
理
課

（
☎
０
９
４
８
・
22
・
５
５
１
１
）

　
各
支
所
経
済
建
設
課

講
演
・
講
座

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

料
理
教
室
　
参
加
者
募
集

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

対
市
内
居
住
の
人

時
４
月
25
日
金
　
10
時
〜
13
時

所
筑
穂
人
権
啓
発
セ
ン
タ
ー

内
料
理
教
室

　「
季
節
の
行
事
に
適
し
た
楽
し
い

　
食
事
づ
く
り
」

（
講
師
　
栗
木
　
千
代
香
さ
ん
）　

定
先
着
16
人

料
５
０
０
円

持
エ
プ
ロ
ン
・
三
角
巾
・
上
靴
・

　
マ
ス
ク

期
４
月
14
日
月

申
問
筑
穂
人
権
啓
発
セ
ン
タ
ー

(

☎
０
９
４
８
・
72
・
１
１
１
０)

イ
ベ
ン
ト

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

古
墳
の
特
別
公
開

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

　
川
島
古
墳
（
県
指
定
史
跡
）
と
小

正
西
古
墳
（
県
指
定
史
跡
）
を
特
別

公
開
し
ま
す
。
古
墳
公
開
日
に
は
、

普
段
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
古
墳
内

部
を
見
学
で
き
ま
す
。

時
４
月
19
日
土
、
20
日
日

　
９
時
半
〜
16
時
　

所
川
島
古
墳
公
園

　（
川
島
４
０
７‒

５
）

　
小
正
西
古
墳
公
園

　（
小
正
７
８
０‒

２
）

問
歴
史
資
料
館

（
☎
０
９
４
８
・
25
・
２
９
３
０
）

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

第
44
回
飯
塚
新
人

音
楽
コ
ン
ク
ー
ル

の
お
知
ら
せ

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

　
全
国
の
新
人
音
楽
家
の
登
竜
門
と

し
て
知
ら
れ
る
「
飯
塚
新
人
音
楽
コ

ン
ク
ー
ル
」
を
開
催
し
ま
す
。

○
予
選
（
ピ
ア
ノ
・
声
楽
）

時
5
月
3
日
土
〜
4
日
日

料
5
0
0
円
（
2
日
間
共
通
券
）

○
本
選
（
ピ
ア
ノ
・
声
楽
）

時
6
月
8
日
日

料
一
般
　
前
売
１
０
０
０
円
（
当
日

　
１
２
０
０
円
）

　
小
・
中
・
高
校
生

　
前
売
５
０
０
円（
当
日
７
０
０
円
）

所
飯
塚
コ
ス
モ
ス
コ
モ
ン

※
詳
細
は
市
Ｈ
Ｐ
を
ご
覧
く
だ
さ

　
い
。

問
文
化
課

（
☎
０
９
４
８
・
43
・
３
４
４
８
）

　
飯
塚
新
人
音
楽
コ
ン
ク
ー
ル
開
催

　
事
務
局

（
☎
０
９
４
８
・
22
・
３
２
７
４

　
０
８
０
・
５
２
０
２
・
２
６
２
４
）

そ
の
他
（
お
知
ら
せ
）

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

４
月
は
20
歳
未
満

飲
酒
防
止
強
調
月
間
で
す

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

　
令
和
４
年
４
月
か
ら
民
法
の
成
年

年
齢
は
18
歳
に
引
き
下
げ
ら
れ
ま
し

た
が
、
お
酒
に
関
す
る
年
齢
制
限
は

20
歳
の
ま
ま
維
持
さ
れ
て
い
ま
す
。

お
酒
は
20
歳
に
な
っ
て
か
ら
飲
み
ま

し
ょ
う
。

問
博
多
税
務
署
　
酒
類
指
導
官

（
☎
０
９
２
・
６
４
１
・
８
１
３
１
）

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

旧
優
生
保
護
法
に
係
る

補
償
金
等
の
ご
案
内

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

対
【
補
償
金
】
優
生
手
術
を
受
け
た

　
本
人
お
よ
び
そ
の
配
偶
者
（
亡
く

　
な
ら
れ
て
い
る
場
合
は
遺
族
）

　【
一
時
金
】
優
生
手
術
ま
た
は
人

　
工
妊
娠
中
絶
を
受
け
た
本
人
で
生

　
存
し
て
い
る
方

内
旧
優
生
保
護
法
に
基
づ
く
優
生
手

　
術
（
生
殖
を
不
能
に
す
る
不
妊
手

　
術
）
や
人
工
妊
娠
中
絶
を
受
け
た

　
人
に
は
補
償
金
や
一
時
金
が
支
給

　
さ
れ
ま
す
。

※
母
体
保
護
や
疾
病
治
療
を
目
的
と

　
す
る
手
術
等
を
除
く

問
福
岡
県
旧
優
生
保
護
法
補
償
金
等

　
受
付
・
相
談
窓
口

（
☎
０
９
２
・
６
３
２
・
５
１
７
５

　
FAX
０
９
２
・
６
４
３
・
３
２
６
０
）
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―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

市
道
の
ポ
ッ
ト
ホ
ー
ル

（
舗
装
の
穴
ぼ
こ
）

情
報
提
供
の
お
願
い

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

　
道
路
を
通
行
中
に
事
故
や
け
が
に

つ
な
が
り
そ
う
な
ポ
ッ
ト
ホ
ー
ル
を

見
つ
け
た
場
合
は
ご
連
絡
を
お
願
い

し
ま
す
。

　
市
公
式
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
か
ら
直
接
市
に

通
報
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
詳
し

く
は
市
Ｈ
Ｐ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
土
木
管
理
課（
☎
内
線
１
５
４
５
）

各
支
所
経
済
建
設
課

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

あ
す
な
ろ
猫

事
業
に
つ
い
て

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

対
飼
い
主
の
い
な
い
猫
を
不
妊
・
去

　
勢
さ
せ
よ
う
と
す
る
人

料
メ
ス
一
頭
　
１
１
，
０
０
０
円

　
オ
ス
一
頭
　
５
，
５
０
０
円

※
申
込
者
自
己
負
担
（
税
込
）
で
す
。

申
電
子
申
込
（
あ
す
な
ろ
猫
事
業
Ｈ

　
Ｐ
よ
り
申
込
み
で
き
ま
す
。）

※
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
が
で
き

　
な
い
方
は
病
院
に
お
問
合
せ
下
さ

　
い
。

・
浜
野
動
物
病
院

（
☎
０
９
４
８
・
25
・
５
９
７
７
）

・
か
ほ
ま
ち
愛
犬
病
院

（
☎
０
９
４
８
・
57
・
１
８
８
４
）

▽
申
込
期
間

　
4
月
15
日
火
〜
5
月
15
日
木

▽
手
術
期
間

　
6
月
１
日
日
〜
7
月
31
日
木

問
環
境
整
備
課

（
☎
０
９
４
８
・
22
・
５
５
０
２
）

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

市
営
住
宅(

空
き
家)

入
居
者
募
集

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

対
①
市
内
に
住
民
登
録
が
あ
る
人
、

　
　
ま
た
は
市
内
勤
務
者

　
②
申
込
者
お
よ
び
同
居
予
定
者
が

　
　
市
町
村
税
を
滞
納
し
て
い
な
い

　
　
こ
と

　
③
政
令
で
規
定
す
る
所
得
要
件
に

　
　
該
当
す
る
こ
と

※
そ
の
他
、
単
身
入
居
な
ど
の
場
合

　
に
は
資
格
要
件
が
あ
り
ま
す
。
詳

　
し
く
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

時
５
月
１
日
木
〜
９
日
金

※
毎
週
木
曜
日
の
窓
口
延
長
で
は
、

　
受
付
し
て
い
ま
せ
ん
。

問
住
宅
課(

☎
内
線
１
５
２
１
）

　
各
支
所
経
済
建
設
課

※
同
課
に
備
え
付
け
の
申
込
案
内
書

　
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
直
接
窓

　
口
に
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

※
入
居
さ
れ
る
方
以
外
が
代
理
で
申

　
込
み
に
来
ら
れ
る
場
合
は
、
委
任

　
状
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

イ
イ
ヅ
カ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

セ
ン
タ
ー
は
改
修
に
伴
い

休
館
し
ま
す

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

●
休
館
期
間
（
予
定
）

【
中
央
公
民
館
・
サ
ン
ク
ス
】

時
令
和
7
年
5
月
1
日
木
〜

　
令
和
8
年
2
月
28
日
土

【
飯
塚
図
書
館
】

時
令
和
7
年
5
月
1
日
木
〜

　
令
和
8
年
3
月
31
日
火

　
中
央
公
民
館
窓
口
に
つ
い
て
は
、

5
月
16
日
金
ま
で
開
設
し
ま
す
。

　
そ
の
後
、
生
涯
学
習
に
関
す
る
対

応
窓
口
は
、
改
修
期
間
中
穂
波
庁
舎

へ
移
転
し
ま
す
が
、
土
曜
日
の
窓
口

開
設
は
行
い
ま
せ
ん
。

　
各
事
務
室
の
移
転
先
な
ど
の
詳
細

は
市
Ｈ
Ｐ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
生
涯
学
習
課

（
☎
０
９
４
８
・
22
・
３
２
７
４
）

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

介
護
保
険
料
の

基
準
所
得
金
額
が

変
更
に
な
り
ま
す

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

　
飯
塚
市
介
護
保
険
料
（
65
歳
以
上

の
第
１
号
被
保
険
者
）
の
所
得
段
階

の
基
準
所
得
金
額
が
次
の
と
お
り
変

更
と
な
り
ま
す
。

●
変
更
年
月
日

　
令
和
７
年
４
月
１
日

●
変
更
内
容

　
段
階
区
分
が
第
１
段
階
・
第
２
段

階
・
第
４
段
階
・
第
５
段
階
の
所
得

段
階
に
記
載
の
「
課
税
年
金
収
入
金

額
と
合
計
所
得
金
額
の
合
計
」
に
あ

る
80
万
円
が
80
万
９
千
円
に
な
り
ま

す
。

問
介
護
保
険
課
保
険
料
係

（
☎
０
９
４
８
・
96
・
８
２
３
１
）

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

事
業
者
公
募
説
明
会
の

お
知
ら
せ

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

　
第
９
期
介
護
保
険
事
業
計
画
に
お

い
て
整
備
す
る
と
し
て
い
る
「（
介

護
予
防
）
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活

介
護
」
を
飯
塚
地
区
に
１
事
業
所
２

ユ
ニ
ッ
ト
を
開
業
す
る
事
業
者
を
１

カ
所
公
募
し
、
併
せ
て
公
募
説
明
会

を
実
施
し
ま
す
。

対
公
募
要
領
に
お
け
る
申
請
条
件
に

　
該
当
す
る
法
人

時
４
月
25
日
金

申
事
前
申
込
み
制
で
個
別
に
行
い
ま

　
す
。
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

　
さ
い
。

問
介
護
保
険
課
事
業
所
係

（
☎
内
線
１
６
５
７
〜
１
６
５
９
）

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

遠
賀
川
環
境
保
全
活
動

団
体
支
援
助
成
事
業

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

　
遠
賀
川
流
域
で
、
河
川
の
水
質
の

改
善
等
を
目
的
と
し
た
環
境
保
全
活

動
を
行
う
住
民
団
体
等
に
対
し
て
、

そ
の
活
動
費
を
助
成
し
ま
す
。

対
支
流
を
含
む
遠
賀
川
流
域
で
活
動

　
を
行
っ
て
い
る
、
又
は
今
後
行
お

　
う
と
す
る
会
員
数
５
人
以
上
の
団

　
体
の
除
草
・
清
掃
活
動
・
水
質
・

　
生
物
調
査・普
及
啓
発
活
動
等（
他

　
か
ら
の
助
成
を
受
け
て
い
る
活
動

　
は
除
く
）

時
令
和
７
年
６
月
〜
令
和
８
年
１
月

内
１
団
体
あ
た
り
上
限
10
万
円

期
４
月
１
日
火
〜
18
日
金

問
北
九
州
市
上
下
水
道
局
水
質
試
験

　
所

（
☎
０
９
３
・
６
４
１
・
５
９
４
８

　
FAX
０
９
３
・
６
４
１
・
５
９
９
８
）

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

令
和
７
年
消
防
通
信

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

　
病
気
や
ケ
ガ
を
未
然
に
防
ぐ
た
め

に
、
日
頃
か
ら
気
を
付
け
る
ポ
イ
ン

ト
を
知
り
、
意
識
し
て
行
動
す
る
こ

と
を
「
予
防
救
急
」
と
い
い
ま
す
。

季
節
ご
と
の
予
防
救
急
を
各
自
意
識

し
て
行
い
ま
し
ょ
う
。

●
３
月
〜
６
月

　
ハ
チ
等
に
よ
る
刺
咬
傷
（
ア
ナ

　
フ
ィ
ラ
キ
シ
ー
）

●
７
月
〜
９
月

　
熱
中
症
等

●
10
月
〜
11
月

　
キ
ノ
コ
類
、
ア
ニ
サ
キ
ス
等
の
食

　
中
毒

●
12
月
〜
２
月

　
火
災
に
よ
る
火
傷
等

※
救
急
車
を
呼
ぶ
時
に
は
、
次
の
こ

　
と
に
気
を
付
け
ま
し
ょ
う
。

①
１
１
９
通
報
時
に
は
必
要
な
情
報

　
を
伝
達
（
場
所
、
症
状
、
氏
名
、

　
年
齢
、
か
か
り
つ
け
病
院
等
）

②
持
っ
て
行
く
も
の
を
準
備
（
保
険

　
証
、
お
薬
手
帳
等
）

③
家
を
出
る
時
の
確
認
（
火
の
元
や

　
施
錠
の
確
認
等
）

問
飯
塚
消
防
署
岩
崎
出
張
所

（
☎
０
９
４
８
・
42
・
０
６
５
５
）

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

厚
生
労
働
省
慰
霊
巡
拝

参
加
者
募
集

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

対
慰
霊
巡
拝
を
行
う
戦
域
に
お
け
る

　
戦
没
者
の
遺
族
で
、
健
康
状
態
が

　
良
好
な
人

時
所

①
８
月
下
旬
〜
９
月
上
旬

　
中
国
東
北
地
方
、イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、

　
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
共
和
国

②
９
月
中
旬

　
東
部
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア

③
９
月
下
旬
〜
10
月
中
旬

　
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
、

　
ト
ラ
ッ
ク
諸
島

④
11
月
中
旬

　
硫
黄
島
（
第
１
次
）

⑤
１
月
下
旬
〜
２
月
中
旬

　
パ
ラ
オ
諸
島
、フ
ィ
リ
ピ
ン
（
１・

　
２
・
３
班
）、
硫
黄
島
（
第
２
次
）

⑥
３
月
上
旬

　
ミ
ャ
ン
マ
ー

※
詳
し
く
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

申
社
会
・
障
が
い
者
福
祉
課

(

☎
０
９
４
８
・
96
・
８
２
３
４

　
FAX
０
９
４
８
・
21
・
６
３
５
６
）

問
福
岡
県
保
護
・
援
護
課

(

☎
０
９
２
・
６
４
３
・
３
３
０
１

　
FAX
０
９
２
・
６
４
３
・
３
３
０
６)

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

飯
塚
観
光
マ
イ
ス
タ
ー

（
観
光
案
内
人
）

養
成
講
座

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

対
飯
塚
近
隣
地
域
の
歴
史
・
文
化
に

　
興
味
が
あ
り
、
観
光
案
内
活
動
に

　
関
心
が
あ
る
方

時
４
月
26
日
土
〜
８
月
２
日
土

　
13
時
〜
15
時
　
計
８
回
（
予
定
）

所
立
岩
交
流
セ
ン
タ
ー

　
飯
塚
市
歴
史
資
料
館

内
①
郷
土
史
、
施
設
見
学
及
び
現
地

　
研
修
、
ガ
イ
ド
マ
ナ
ー
な
ど

　
②「
飯
塚
の
魅
力
」
を
伝
え
る
案

　
内
人
を
養
成
す
る
た
め
の
知
識
学

　
習

期
４
月
16
日
水

問
申
飯
塚
観
光
協
会

（
☎
０
９
４
８
・
22
・
３
５
１
１
　

　
FAX
０
９
４
８
・
22
・
２
５
２
８
）

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

令
和
７
年
度
第
１
回
危
険
物

取
扱
者
試
験
準
備
講
習
会

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

時
５
月
25
日
日

　
８
時
20
分
〜
17
時

所
飯
塚
地
区
消
防
本
部

内
乙
種
第
４
類

定
30
人

期
４
月
21
日
月
〜
５
月
16
日
金

　
８
時
半
〜
17
時
（
平
日
の
み
）

申
飯
塚
地
区
消
防
本
部
予
防
課

問
嘉
飯
地
区
危
険
物
安
全
協
会

　
飯
塚
地
区
消
防
本
部
予
防
課
内

（
☎
０
８
０
・
３
９
９
９
・
７
６
０
７
）

　

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

シ
ル
バ
ー
農
園

利
用
者
募
集

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

対
60
歳
以
上
の
市
内
に
住
所
を
有
す

　
る
方

所
菰
田
農
園

定
６
人
（
先
着
）

料
年
間
額
　
４
６
０
円
程
度

所
相
田
農
園

定
12
人
（
先
着
）

料
年
間
額
　
６
８
０
円
程
度

申
農
林
振
興
課（
☎
内
線
１
４
７
２
）

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

商
品
で
あ
る
軽
自
動
車
等（
販
売
用
）

の
課
税
を
免
除
し
ま
す

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

対
令
和
７
年
４
月
１
日
現
在
で
、

　
次
の
①
〜
④
ま
で
の
全
て
の
条
件

　
を
満
た
す
も
の

　
①
令
和
６
年
４
月
２
日
以
降
に
取

　
　
得
し
た
軽
自
動
車
等
で
あ
る
こ
と

　
②
軽
自
動
車
等
が
商
品
で
あ
る
こ
と

　
③
軽
自
動
車
等
が
使
用
し
な
い
も
の

　
　
で
あ
る
こ
と

　
④
申
請
者
は
、
所
有
し
て
い
る
軽
自

　
　
動
車
等
の
全
て
に
つ
い
て
税
を
滞

　
　
納
し
て
い
な
い
こ
と

期
４
月
30
日
水

※
詳
し
く
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

問
税
務
課
（
☎
内
線
１
０
６
０
）

※
課
税
免
除
の
申
請
は
、
本
庁
税
務

　
課
で
の
み
受
付
て
い
ま
す

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

固
定
資
産
税
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

　
令
和
７
年
度
の
固
定
資
産
税
に
係

る
土
地
ま
た
は
家
屋
の
価
格
な
ど
が

記
載
さ
れ
た
帳
簿
を
縦
覧
し
ま
す
。

対
固
定
資
産
税
の
納
税
者
、
納
税
者

　
と
同
居
の
親
族
・
納
税
管
理
人
、

　
納
税
者
の
代
理
人（
委
任
状
必
要
）

時
４
月
１
日
火
〜
６
月
２
日
月

　
８
時
半
〜
17
時
15
分

内
ご
自
身
及
び
第
三
者
の
不
動
産
評

　
価
額

※
帳
簿
の
写
し
は
交
付
で
き
ま
せ

　
ん
。
た
だ
し
、
縦
覧
期
間
中
は
縦

　
覧
で
き
る
人
か
ら
請
求
が
あ
っ
た

　
自
己
不
動
産
に
限
り
、「
令
和
７

　
年
度
名
寄
帳
兼
課
税
台
帳
」
の
写

　
し
を
交
付
し
ま
す
。

持
①
免
許
証
な
ど
身
分
確
認
が
で
き

　
　
る
も
の
。

　
②
前
年
度
の
納
税
通
知
書
、
課
税

　
　
資
産
明
細
書
の
い
ず
れ
か
一
つ
。

所
問
税
務
課
　
固
定
資
産
税
係

（
☎
０
９
４
８
・
22
・
５
５
１
０
）

※
帳
簿
の
縦
覧
は
支
所
で
は
行
っ
て

　
い
ま
せ
ん
。

募
集

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

令
和
７
年

国
勢
調
査
の
調
査
員

を
募
集
し
ま
す
！

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

対
20
歳
以
上
の
方
（
税
務
、
警
察
、

　
選
挙
事
務
等
と
直
接
関
係
の
な
い

　
方
）

時
令
和
７
年
８
月
下
旬
〜
10
月
下
旬

　（
約
２
ヵ
月
間
）

内
調
査
員
の
仕
事

　
・
調
査
員
事
務
説
明
会
へ
出
席

　
・
担
当
し
て
い
る
調
査
区
の
確
認

　
・
調
査
世
帯
を
訪
問
し
、
調
査
の

　
　
説
明
・
調
査
票
の
配
布
・
回
収

　
・
調
査
票
の
点
検
・
提
出

●
調
査
員
報
酬
　
約
４
万
〜
７
万

※
担
当
す
る
調
査
区
数
や
世
帯
数
に

　
よ
っ
て
増
減
し
ま
す

期
４
月
下
旬
ま
で

申
①
市
Ｈ
Ｐ
か
ら
電
子
申
請

　
②
同
課
に
備
付
の
申
込
書
（
市
Ｈ

　
　
Ｐ
で
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
に

　
　
記
入
の
上
、
メ
ー
ル
、Ｆ
Ａ
Ｘ
、

　
　
郵
送
ま
た
は
窓
口
提
出

　
③
電
話
申
込

問
総
務
課

（
☎
０
９
４
８
・
96
・
８
２
３
８

　
FAX
０
９
４
８
・
21
・
２
０
６
６

叞soum
u@

city.iizuka.lg.jp

）

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

令
和
８
年
度

公
共
施
設
指
定

管
理
者
の
募
集

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

期
募
集
要
項
配
布
期
間

　
４
月
１
日
火
〜
５
月
30
日
金

期
申
請
受
付
期
間

　
５
月
29
日
木
〜
５
月
30
日
金

対
問

○
飯
塚
市
リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ
工
房
棟

　
環
境
整
備
課

（
☎
０
９
４
８
・
96
・
８
５
０
８
）　

○
サ
ン
・
ア
ビ
リ
テ
ィ
ー
ズ
い
い
づ
か

　
社
会
・
障
が
い
者
福
祉
課

（
☎
０
９
４
８
・
22
・
５
５
０
７
）

○
飯
塚
市
新
産
業
創
出
支
援
セ
ン

　
タ
ー

　
産
学
振
興
課

（
☎
０
９
４
８
・
22
・
５
５
１
８
）

○
飯
塚
立
体
駐
車
場

　
建
設
政
策
課

（
☎
０
９
４
８
・
96
・
８
４
７
１
）

○
街
な
か
子
育
て
ひ
ろ
ば

　
こ
ど
も
家
庭
課

（
☎
０
９
４
８
・
43
・
３
３
０
５
）

※
詳
し
く
は
市
Ｈ
Ｐ
か
ら
ご
確
認
く

　
だ
さ
い
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

サ
ン
ク
ス
フ
ォ
ー
ラ
ム
実
行
委
員
を

募
集
し
ま
す

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

　
サ
ン
ク
ス
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
は
、
飯

塚
市
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
の
市

民
の
意
識
の
醸
成
を
図
り
、
男
女
共

同
参
画
社
会
づ
く
り
を
推
進
す
る
こ

と
を
目
的
に
毎
年
開
催
さ
れ
て
い
ま

す
。

　
今
年
度
の
開
催
に
向
け
て
実
行
委

員
と
し
て
活
動
で
き
る
方
を
募
集
し

ま
す
。

期
4
月
18
日
金

申
問
男
女
共
同
参
画
推
進
セ
ン

　
タ
ー
「
サ
ン
ク
ス
」

（
☎
０
９
４
８
・
22
・
７
０
５
８
）

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

大
規
模
災
害
時
に
お
け
る
災
害
復
旧

支
援
業
務
に
関
す
る
協
定
締
結
者
の

募
集

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

　
大
規
模
災
害
発
生
時
の
施
設
機
能

回
復
等
の
災
害
復
旧
支
援
業
務
に
関

す
る
協
定
締
結
者
を
募
集
し
ま
す
。

対
飯
塚
市
指
名
願
を
提
出
し
て
い
る

　
市
内
測
量
業
者

期
４
月
15
日
火
〜
５
月
30
日
金

●
協
定
期
間
　
　
　
　
　
　
　
　

　
６
月
１
日
日
〜
翌
年
５
月
31
日
日

※
４
月
15
日
か
ら
土
木
管
理
課
、
各

　
支
所
経
済
建
設
課
で
協
定
書
の
様

　
式
を
配
付
し
ま
す
。

問
土
木
管
理
課

（
☎
０
９
４
８
・
22
・
５
５
１
１
）

　
各
支
所
経
済
建
設
課

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

風
水
災
害
時
の
緊
急
対
策
等
に
関
す

る
協
定
締
結
者
の
募
集

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

　
風
水
災
害
発
生
時
の
施
設
機
能
回

復
の
た
め
の
緊
急
対
策
等
に
関
す
る

協
定
締
結
者
を
募
集
し
ま
す
。

対
飯
塚
市
指
名
願
提
出
の
市
内
業
者

　
※
工
種
ラ
ン
ク
は
不
問

期
４
月
15
日
火
〜
５
月
30
日
金

●
協
定
期
間

　
６
月
１
日
日
〜
翌
年
５
月
31
日
日

※
４
月
15
日
か
ら
土
木
管
理
課
、
各

　
支
所
経
済
建
設
課
で
協
定
書
の
様

　
式
を
配
付
し
ま
す
。

問
土
木
管
理
課

（
☎
０
９
４
８
・
22
・
５
５
１
１
）

　
各
支
所
経
済
建
設
課

講
演
・
講
座

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

料
理
教
室
　
参
加
者
募
集

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

対
市
内
居
住
の
人

時
４
月
25
日
金
　
10
時
〜
13
時

所
筑
穂
人
権
啓
発
セ
ン
タ
ー

内
料
理
教
室

　「
季
節
の
行
事
に
適
し
た
楽
し
い

　
食
事
づ
く
り
」

（
講
師
　
栗
木
　
千
代
香
さ
ん
）　

定
先
着
16
人

料
５
０
０
円

持
エ
プ
ロ
ン
・
三
角
巾
・
上
靴
・

　
マ
ス
ク

期
４
月
14
日
月

申
問
筑
穂
人
権
啓
発
セ
ン
タ
ー

(

☎
０
９
４
８
・
72
・
１
１
１
０)

イ
ベ
ン
ト

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

古
墳
の
特
別
公
開

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

　
川
島
古
墳
（
県
指
定
史
跡
）
と
小

正
西
古
墳
（
県
指
定
史
跡
）
を
特
別

公
開
し
ま
す
。
古
墳
公
開
日
に
は
、

普
段
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
古
墳
内

部
を
見
学
で
き
ま
す
。

時
４
月
19
日
土
、
20
日
日

　
９
時
半
〜
16
時
　

所
川
島
古
墳
公
園

　（
川
島
４
０
７‒

５
）

　
小
正
西
古
墳
公
園

　（
小
正
７
８
０‒

２
）

問
歴
史
資
料
館

（
☎
０
９
４
８
・
25
・
２
９
３
０
）

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

第
44
回
飯
塚
新
人

音
楽
コ
ン
ク
ー
ル

の
お
知
ら
せ

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

　
全
国
の
新
人
音
楽
家
の
登
竜
門
と

し
て
知
ら
れ
る
「
飯
塚
新
人
音
楽
コ

ン
ク
ー
ル
」
を
開
催
し
ま
す
。

○
予
選
（
ピ
ア
ノ
・
声
楽
）

時
5
月
3
日
土
〜
4
日
日

料
5
0
0
円
（
2
日
間
共
通
券
）

○
本
選
（
ピ
ア
ノ
・
声
楽
）

時
6
月
8
日
日

料
一
般
　
前
売
１
０
０
０
円
（
当
日

　
１
２
０
０
円
）

　
小
・
中
・
高
校
生

　
前
売
５
０
０
円（
当
日
７
０
０
円
）

所
飯
塚
コ
ス
モ
ス
コ
モ
ン

※
詳
細
は
市
Ｈ
Ｐ
を
ご
覧
く
だ
さ

　
い
。

問
文
化
課

（
☎
０
９
４
８
・
43
・
３
４
４
８
）

　
飯
塚
新
人
音
楽
コ
ン
ク
ー
ル
開
催

　
事
務
局

（
☎
０
９
４
８
・
22
・
３
２
７
４

　
０
８
０
・
５
２
０
２
・
２
６
２
４
）

そ
の
他
（
お
知
ら
せ
）

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

４
月
は
20
歳
未
満

飲
酒
防
止
強
調
月
間
で
す

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

　
令
和
４
年
４
月
か
ら
民
法
の
成
年

年
齢
は
18
歳
に
引
き
下
げ
ら
れ
ま
し

た
が
、
お
酒
に
関
す
る
年
齢
制
限
は

20
歳
の
ま
ま
維
持
さ
れ
て
い
ま
す
。

お
酒
は
20
歳
に
な
っ
て
か
ら
飲
み
ま

し
ょ
う
。

問
博
多
税
務
署
　
酒
類
指
導
官

（
☎
０
９
２
・
６
４
１
・
８
１
３
１
）

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

旧
優
生
保
護
法
に
係
る

補
償
金
等
の
ご
案
内

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

対
【
補
償
金
】
優
生
手
術
を
受
け
た

　
本
人
お
よ
び
そ
の
配
偶
者
（
亡
く

　
な
ら
れ
て
い
る
場
合
は
遺
族
）

　【
一
時
金
】
優
生
手
術
ま
た
は
人

　
工
妊
娠
中
絶
を
受
け
た
本
人
で
生

　
存
し
て
い
る
方

内
旧
優
生
保
護
法
に
基
づ
く
優
生
手

　
術
（
生
殖
を
不
能
に
す
る
不
妊
手

　
術
）
や
人
工
妊
娠
中
絶
を
受
け
た

　
人
に
は
補
償
金
や
一
時
金
が
支
給

　
さ
れ
ま
す
。

※
母
体
保
護
や
疾
病
治
療
を
目
的
と

　
す
る
手
術
等
を
除
く

問
福
岡
県
旧
優
生
保
護
法
補
償
金
等

　
受
付
・
相
談
窓
口

（
☎
０
９
２
・
６
３
２
・
５
１
７
５

　
FAX
０
９
２
・
６
４
３
・
３
２
６
０
）

人
権
標
語
　
　
　
　
●
　
傷
つ
け
な
い
　
み
ん
な
だ
れ
か
の
　
た
か
ら
も
の （
立
岩
小
）　
　
　
　
●
　
や
め
な
よ
の
　
ひ
と
こ
と
だ
け
で
　
す
く
わ
れ
る （
庄
内
小
）　
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―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

市
道
の
ポ
ッ
ト
ホ
ー
ル

（
舗
装
の
穴
ぼ
こ
）

情
報
提
供
の
お
願
い

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

　
道
路
を
通
行
中
に
事
故
や
け
が
に

つ
な
が
り
そ
う
な
ポ
ッ
ト
ホ
ー
ル
を

見
つ
け
た
場
合
は
ご
連
絡
を
お
願
い

し
ま
す
。

　
市
公
式
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
か
ら
直
接
市
に

通
報
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
詳
し

く
は
市
Ｈ
Ｐ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
土
木
管
理
課（
☎
内
線
１
５
４
５
）

各
支
所
経
済
建
設
課

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

あ
す
な
ろ
猫

事
業
に
つ
い
て

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

対
飼
い
主
の
い
な
い
猫
を
不
妊
・
去

　
勢
さ
せ
よ
う
と
す
る
人

料
メ
ス
一
頭
　
１
１
，
０
０
０
円

　
オ
ス
一
頭
　
５
，
５
０
０
円

※
申
込
者
自
己
負
担
（
税
込
）
で
す
。

申
電
子
申
込
（
あ
す
な
ろ
猫
事
業
Ｈ

　
Ｐ
よ
り
申
込
み
で
き
ま
す
。）

※
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
が
で
き

　
な
い
方
は
病
院
に
お
問
合
せ
下
さ

　
い
。

・
浜
野
動
物
病
院

（
☎
０
９
４
８
・
25
・
５
９
７
７
）

・
か
ほ
ま
ち
愛
犬
病
院

（
☎
０
９
４
８
・
57
・
１
８
８
４
）

▽
申
込
期
間

　
4
月
15
日
火
〜
5
月
15
日
木

▽
手
術
期
間

　
6
月
１
日
日
〜
7
月
31
日
木

問
環
境
整
備
課

（
☎
０
９
４
８
・
22
・
５
５
０
２
）

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

市
営
住
宅(

空
き
家)

入
居
者
募
集

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

対
①
市
内
に
住
民
登
録
が
あ
る
人
、

　
　
ま
た
は
市
内
勤
務
者

　
②
申
込
者
お
よ
び
同
居
予
定
者
が

　
　
市
町
村
税
を
滞
納
し
て
い
な
い

　
　
こ
と

　
③
政
令
で
規
定
す
る
所
得
要
件
に

　
　
該
当
す
る
こ
と

※
そ
の
他
、
単
身
入
居
な
ど
の
場
合

　
に
は
資
格
要
件
が
あ
り
ま
す
。
詳

　
し
く
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

時
５
月
１
日
木
〜
９
日
金

※
毎
週
木
曜
日
の
窓
口
延
長
で
は
、

　
受
付
し
て
い
ま
せ
ん
。

問
住
宅
課(

☎
内
線
１
５
２
１
）

　
各
支
所
経
済
建
設
課

※
同
課
に
備
え
付
け
の
申
込
案
内
書

　
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
直
接
窓

　
口
に
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

※
入
居
さ
れ
る
方
以
外
が
代
理
で
申

　
込
み
に
来
ら
れ
る
場
合
は
、
委
任

　
状
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

イ
イ
ヅ
カ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

セ
ン
タ
ー
は
改
修
に
伴
い

休
館
し
ま
す

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

●
休
館
期
間
（
予
定
）

【
中
央
公
民
館
・
サ
ン
ク
ス
】

時
令
和
7
年
5
月
1
日
木
〜

　
令
和
8
年
2
月
28
日
土

【
飯
塚
図
書
館
】

時
令
和
7
年
5
月
1
日
木
〜

　
令
和
8
年
3
月
31
日
火

　
中
央
公
民
館
窓
口
に
つ
い
て
は
、

5
月
16
日
金
ま
で
開
設
し
ま
す
。

　
そ
の
後
、
生
涯
学
習
に
関
す
る
対

応
窓
口
は
、
改
修
期
間
中
穂
波
庁
舎

へ
移
転
し
ま
す
が
、
土
曜
日
の
窓
口

開
設
は
行
い
ま
せ
ん
。

　
各
事
務
室
の
移
転
先
な
ど
の
詳
細

は
市
Ｈ
Ｐ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
生
涯
学
習
課

（
☎
０
９
４
８
・
22
・
３
２
７
４
）

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

介
護
保
険
料
の

基
準
所
得
金
額
が

変
更
に
な
り
ま
す

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

　
飯
塚
市
介
護
保
険
料
（
65
歳
以
上

の
第
１
号
被
保
険
者
）
の
所
得
段
階

の
基
準
所
得
金
額
が
次
の
と
お
り
変

更
と
な
り
ま
す
。

●
変
更
年
月
日

　
令
和
７
年
４
月
１
日

●
変
更
内
容

　
段
階
区
分
が
第
１
段
階
・
第
２
段

階
・
第
４
段
階
・
第
５
段
階
の
所
得

段
階
に
記
載
の
「
課
税
年
金
収
入
金

額
と
合
計
所
得
金
額
の
合
計
」
に
あ

る
80
万
円
が
80
万
９
千
円
に
な
り
ま

す
。

問
介
護
保
険
課
保
険
料
係

（
☎
０
９
４
８
・
96
・
８
２
３
１
）

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

事
業
者
公
募
説
明
会
の

お
知
ら
せ

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

　
第
９
期
介
護
保
険
事
業
計
画
に
お

い
て
整
備
す
る
と
し
て
い
る
「（
介

護
予
防
）
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活

介
護
」
を
飯
塚
地
区
に
１
事
業
所
２

ユ
ニ
ッ
ト
を
開
業
す
る
事
業
者
を
１

カ
所
公
募
し
、
併
せ
て
公
募
説
明
会

を
実
施
し
ま
す
。

対
公
募
要
領
に
お
け
る
申
請
条
件
に

　
該
当
す
る
法
人

時
４
月
25
日
金

申
事
前
申
込
み
制
で
個
別
に
行
い
ま

　
す
。
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

　
さ
い
。

問
介
護
保
険
課
事
業
所
係

（
☎
内
線
１
６
５
７
〜
１
６
５
９
）

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

遠
賀
川
環
境
保
全
活
動

団
体
支
援
助
成
事
業

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

　
遠
賀
川
流
域
で
、
河
川
の
水
質
の

改
善
等
を
目
的
と
し
た
環
境
保
全
活

動
を
行
う
住
民
団
体
等
に
対
し
て
、

そ
の
活
動
費
を
助
成
し
ま
す
。

対
支
流
を
含
む
遠
賀
川
流
域
で
活
動

　
を
行
っ
て
い
る
、
又
は
今
後
行
お

　
う
と
す
る
会
員
数
５
人
以
上
の
団

　
体
の
除
草
・
清
掃
活
動
・
水
質
・

　
生
物
調
査・普
及
啓
発
活
動
等（
他

　
か
ら
の
助
成
を
受
け
て
い
る
活
動

　
は
除
く
）

時
令
和
７
年
６
月
〜
令
和
８
年
１
月

内
１
団
体
あ
た
り
上
限
10
万
円

期
４
月
１
日
火
〜
18
日
金

問
北
九
州
市
上
下
水
道
局
水
質
試
験

　
所

（
☎
０
９
３
・
６
４
１
・
５
９
４
８

　
FAX
０
９
３
・
６
４
１
・
５
９
９
８
）

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

令
和
７
年
消
防
通
信

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

　
病
気
や
ケ
ガ
を
未
然
に
防
ぐ
た
め

に
、
日
頃
か
ら
気
を
付
け
る
ポ
イ
ン

ト
を
知
り
、
意
識
し
て
行
動
す
る
こ

と
を
「
予
防
救
急
」
と
い
い
ま
す
。

季
節
ご
と
の
予
防
救
急
を
各
自
意
識

し
て
行
い
ま
し
ょ
う
。

●
３
月
〜
６
月

　
ハ
チ
等
に
よ
る
刺
咬
傷
（
ア
ナ

　
フ
ィ
ラ
キ
シ
ー
）

●
７
月
〜
９
月

　
熱
中
症
等

●
10
月
〜
11
月

　
キ
ノ
コ
類
、
ア
ニ
サ
キ
ス
等
の
食

　
中
毒

●
12
月
〜
２
月

　
火
災
に
よ
る
火
傷
等

※
救
急
車
を
呼
ぶ
時
に
は
、
次
の
こ

　
と
に
気
を
付
け
ま
し
ょ
う
。

①
１
１
９
通
報
時
に
は
必
要
な
情
報

　
を
伝
達
（
場
所
、
症
状
、
氏
名
、

　
年
齢
、
か
か
り
つ
け
病
院
等
）

②
持
っ
て
行
く
も
の
を
準
備
（
保
険

　
証
、
お
薬
手
帳
等
）

③
家
を
出
る
時
の
確
認
（
火
の
元
や

　
施
錠
の
確
認
等
）

問
飯
塚
消
防
署
岩
崎
出
張
所

（
☎
０
９
４
８
・
42
・
０
６
５
５
）

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

厚
生
労
働
省
慰
霊
巡
拝

参
加
者
募
集

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

対
慰
霊
巡
拝
を
行
う
戦
域
に
お
け
る

　
戦
没
者
の
遺
族
で
、
健
康
状
態
が

　
良
好
な
人

時
所

①
８
月
下
旬
〜
９
月
上
旬

　
中
国
東
北
地
方
、イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、

　
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
共
和
国

②
９
月
中
旬

　
東
部
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア

③
９
月
下
旬
〜
10
月
中
旬

　
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
、

　
ト
ラ
ッ
ク
諸
島

④
11
月
中
旬

　
硫
黄
島
（
第
１
次
）

⑤
１
月
下
旬
〜
２
月
中
旬

　
パ
ラ
オ
諸
島
、フ
ィ
リ
ピ
ン
（
１・

　
２
・
３
班
）、
硫
黄
島
（
第
２
次
）

⑥
３
月
上
旬

　
ミ
ャ
ン
マ
ー

※
詳
し
く
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

申
社
会
・
障
が
い
者
福
祉
課

(

☎
０
９
４
８
・
96
・
８
２
３
４

　
FAX
０
９
４
８
・
21
・
６
３
５
６
）

問
福
岡
県
保
護
・
援
護
課

(

☎
０
９
２
・
６
４
３
・
３
３
０
１

　
FAX
０
９
２
・
６
４
３
・
３
３
０
６)

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

飯
塚
観
光
マ
イ
ス
タ
ー

（
観
光
案
内
人
）

養
成
講
座

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

対
飯
塚
近
隣
地
域
の
歴
史
・
文
化
に

　
興
味
が
あ
り
、
観
光
案
内
活
動
に

　
関
心
が
あ
る
方

時
４
月
26
日
土
〜
８
月
２
日
土

　
13
時
〜
15
時
　
計
８
回
（
予
定
）

所
立
岩
交
流
セ
ン
タ
ー

　
飯
塚
市
歴
史
資
料
館

内
①
郷
土
史
、
施
設
見
学
及
び
現
地

　
研
修
、
ガ
イ
ド
マ
ナ
ー
な
ど

　
②「
飯
塚
の
魅
力
」
を
伝
え
る
案

　
内
人
を
養
成
す
る
た
め
の
知
識
学

　
習

期
４
月
16
日
水

問
申
飯
塚
観
光
協
会

（
☎
０
９
４
８
・
22
・
３
５
１
１
　

　
FAX
０
９
４
８
・
22
・
２
５
２
８
）

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

令
和
７
年
度
第
１
回
危
険
物

取
扱
者
試
験
準
備
講
習
会

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

時
５
月
25
日
日

　
８
時
20
分
〜
17
時

所
飯
塚
地
区
消
防
本
部

内
乙
種
第
４
類

定
30
人

期
４
月
21
日
月
〜
５
月
16
日
金

　
８
時
半
〜
17
時
（
平
日
の
み
）

申
飯
塚
地
区
消
防
本
部
予
防
課

問
嘉
飯
地
区
危
険
物
安
全
協
会

　
飯
塚
地
区
消
防
本
部
予
防
課
内

（
☎
０
８
０
・
３
９
９
９
・
７
６
０
７
）

　

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

シ
ル
バ
ー
農
園

利
用
者
募
集

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

対
60
歳
以
上
の
市
内
に
住
所
を
有
す

　
る
方

所
菰
田
農
園

定
６
人
（
先
着
）

料
年
間
額
　
４
６
０
円
程
度

所
相
田
農
園

定
12
人
（
先
着
）

料
年
間
額
　
６
８
０
円
程
度

申
農
林
振
興
課（
☎
内
線
１
４
７
２
）

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

商
品
で
あ
る
軽
自
動
車
等（
販
売
用
）

の
課
税
を
免
除
し
ま
す

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

対
令
和
７
年
４
月
１
日
現
在
で
、

　
次
の
①
〜
④
ま
で
の
全
て
の
条
件

　
を
満
た
す
も
の

　
①
令
和
６
年
４
月
２
日
以
降
に
取

　
　
得
し
た
軽
自
動
車
等
で
あ
る
こ
と

　
②
軽
自
動
車
等
が
商
品
で
あ
る
こ
と

　
③
軽
自
動
車
等
が
使
用
し
な
い
も
の

　
　
で
あ
る
こ
と

　
④
申
請
者
は
、
所
有
し
て
い
る
軽
自

　
　
動
車
等
の
全
て
に
つ
い
て
税
を
滞

　
　
納
し
て
い
な
い
こ
と

期
４
月
30
日
水

※
詳
し
く
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

問
税
務
課
（
☎
内
線
１
０
６
０
）

※
課
税
免
除
の
申
請
は
、
本
庁
税
務

　
課
で
の
み
受
付
て
い
ま
す

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

固
定
資
産
税
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

　
令
和
７
年
度
の
固
定
資
産
税
に
係

る
土
地
ま
た
は
家
屋
の
価
格
な
ど
が

記
載
さ
れ
た
帳
簿
を
縦
覧
し
ま
す
。

対
固
定
資
産
税
の
納
税
者
、
納
税
者

　
と
同
居
の
親
族
・
納
税
管
理
人
、

　
納
税
者
の
代
理
人（
委
任
状
必
要
）

時
４
月
１
日
火
〜
６
月
２
日
月

　
８
時
半
〜
17
時
15
分

内
ご
自
身
及
び
第
三
者
の
不
動
産
評

　
価
額

※
帳
簿
の
写
し
は
交
付
で
き
ま
せ

　
ん
。
た
だ
し
、
縦
覧
期
間
中
は
縦

　
覧
で
き
る
人
か
ら
請
求
が
あ
っ
た

　
自
己
不
動
産
に
限
り
、「
令
和
７

　
年
度
名
寄
帳
兼
課
税
台
帳
」
の
写

　
し
を
交
付
し
ま
す
。

持
①
免
許
証
な
ど
身
分
確
認
が
で
き

　
　
る
も
の
。

　
②
前
年
度
の
納
税
通
知
書
、
課
税

　
　
資
産
明
細
書
の
い
ず
れ
か
一
つ
。

所
問
税
務
課
　
固
定
資
産
税
係

（
☎
０
９
４
８
・
22
・
５
５
１
０
）

※
帳
簿
の
縦
覧
は
支
所
で
は
行
っ
て

　
い
ま
せ
ん
。

募
集

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

令
和
７
年

国
勢
調
査
の
調
査
員

を
募
集
し
ま
す
！

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

対
20
歳
以
上
の
方
（
税
務
、
警
察
、

　
選
挙
事
務
等
と
直
接
関
係
の
な
い

　
方
）

時
令
和
７
年
８
月
下
旬
〜
10
月
下
旬

　（
約
２
ヵ
月
間
）

内
調
査
員
の
仕
事

　
・
調
査
員
事
務
説
明
会
へ
出
席

　
・
担
当
し
て
い
る
調
査
区
の
確
認

　
・
調
査
世
帯
を
訪
問
し
、
調
査
の

　
　
説
明
・
調
査
票
の
配
布
・
回
収

　
・
調
査
票
の
点
検
・
提
出

●
調
査
員
報
酬
　
約
４
万
〜
７
万

※
担
当
す
る
調
査
区
数
や
世
帯
数
に

　
よ
っ
て
増
減
し
ま
す

期
４
月
下
旬
ま
で

申
①
市
Ｈ
Ｐ
か
ら
電
子
申
請

　
②
同
課
に
備
付
の
申
込
書
（
市
Ｈ

　
　
Ｐ
で
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
に

　
　
記
入
の
上
、
メ
ー
ル
、Ｆ
Ａ
Ｘ
、

　
　
郵
送
ま
た
は
窓
口
提
出

　
③
電
話
申
込

問
総
務
課

（
☎
０
９
４
８
・
96
・
８
２
３
８

　
FAX
０
９
４
８
・
21
・
２
０
６
６

叞soum
u@
city.iizuka.lg.jp

）

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

令
和
８
年
度

公
共
施
設
指
定

管
理
者
の
募
集

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

期
募
集
要
項
配
布
期
間

　
４
月
１
日
火
〜
５
月
30
日
金

期
申
請
受
付
期
間

　
５
月
29
日
木
〜
５
月
30
日
金

対
問

○
飯
塚
市
リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ
工
房
棟

　
環
境
整
備
課

（
☎
０
９
４
８
・
96
・
８
５
０
８
）　

○
サ
ン
・
ア
ビ
リ
テ
ィ
ー
ズ
い
い
づ
か

　
社
会
・
障
が
い
者
福
祉
課

（
☎
０
９
４
８
・
22
・
５
５
０
７
）

○
飯
塚
市
新
産
業
創
出
支
援
セ
ン

　
タ
ー

　
産
学
振
興
課

（
☎
０
９
４
８
・
22
・
５
５
１
８
）

○
飯
塚
立
体
駐
車
場

　
建
設
政
策
課

（
☎
０
９
４
８
・
96
・
８
４
７
１
）

○
街
な
か
子
育
て
ひ
ろ
ば

　
こ
ど
も
家
庭
課

（
☎
０
９
４
８
・
43
・
３
３
０
５
）

※
詳
し
く
は
市
Ｈ
Ｐ
か
ら
ご
確
認
く

　
だ
さ
い
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

サ
ン
ク
ス
フ
ォ
ー
ラ
ム
実
行
委
員
を

募
集
し
ま
す

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

　
サ
ン
ク
ス
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
は
、
飯

塚
市
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
の
市

民
の
意
識
の
醸
成
を
図
り
、
男
女
共

同
参
画
社
会
づ
く
り
を
推
進
す
る
こ

と
を
目
的
に
毎
年
開
催
さ
れ
て
い
ま

す
。

　
今
年
度
の
開
催
に
向
け
て
実
行
委

員
と
し
て
活
動
で
き
る
方
を
募
集
し

ま
す
。

期
4
月
18
日
金

申
問
男
女
共
同
参
画
推
進
セ
ン

　
タ
ー
「
サ
ン
ク
ス
」

（
☎
０
９
４
８
・
22
・
７
０
５
８
）

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

大
規
模
災
害
時
に
お
け
る
災
害
復
旧

支
援
業
務
に
関
す
る
協
定
締
結
者
の

募
集

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

　
大
規
模
災
害
発
生
時
の
施
設
機
能

回
復
等
の
災
害
復
旧
支
援
業
務
に
関

す
る
協
定
締
結
者
を
募
集
し
ま
す
。

対
飯
塚
市
指
名
願
を
提
出
し
て
い
る

　
市
内
測
量
業
者

期
４
月
15
日
火
〜
５
月
30
日
金

●
協
定
期
間
　
　
　
　
　
　
　
　

　
６
月
１
日
日
〜
翌
年
５
月
31
日
日

※
４
月
15
日
か
ら
土
木
管
理
課
、
各

　
支
所
経
済
建
設
課
で
協
定
書
の
様

　
式
を
配
付
し
ま
す
。

問
土
木
管
理
課

（
☎
０
９
４
８
・
22
・
５
５
１
１
）

　
各
支
所
経
済
建
設
課

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

風
水
災
害
時
の
緊
急
対
策
等
に
関
す

る
協
定
締
結
者
の
募
集

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

　
風
水
災
害
発
生
時
の
施
設
機
能
回

復
の
た
め
の
緊
急
対
策
等
に
関
す
る

協
定
締
結
者
を
募
集
し
ま
す
。

対
飯
塚
市
指
名
願
提
出
の
市
内
業
者

　
※
工
種
ラ
ン
ク
は
不
問

期
４
月
15
日
火
〜
５
月
30
日
金

●
協
定
期
間

　
６
月
１
日
日
〜
翌
年
５
月
31
日
日

※
４
月
15
日
か
ら
土
木
管
理
課
、
各

　
支
所
経
済
建
設
課
で
協
定
書
の
様

　
式
を
配
付
し
ま
す
。

問
土
木
管
理
課

（
☎
０
９
４
８
・
22
・
５
５
１
１
）

　
各
支
所
経
済
建
設
課

講
演
・
講
座

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

料
理
教
室
　
参
加
者
募
集

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

対
市
内
居
住
の
人

時
４
月
25
日
金
　
10
時
〜
13
時

所
筑
穂
人
権
啓
発
セ
ン
タ
ー

内
料
理
教
室

　「
季
節
の
行
事
に
適
し
た
楽
し
い

　
食
事
づ
く
り
」

（
講
師
　
栗
木
　
千
代
香
さ
ん
）　

定
先
着
16
人

料
５
０
０
円

持
エ
プ
ロ
ン
・
三
角
巾
・
上
靴
・

　
マ
ス
ク

期
４
月
14
日
月

申
問
筑
穂
人
権
啓
発
セ
ン
タ
ー

(

☎
０
９
４
８
・
72
・
１
１
１
０)

イ
ベ
ン
ト

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

古
墳
の
特
別
公
開

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

　
川
島
古
墳
（
県
指
定
史
跡
）
と
小

正
西
古
墳
（
県
指
定
史
跡
）
を
特
別

公
開
し
ま
す
。
古
墳
公
開
日
に
は
、

普
段
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
古
墳
内

部
を
見
学
で
き
ま
す
。

時
４
月
19
日
土
、
20
日
日

　
９
時
半
〜
16
時
　

所
川
島
古
墳
公
園

　（
川
島
４
０
７‒

５
）

　
小
正
西
古
墳
公
園

　（
小
正
７
８
０‒

２
）

問
歴
史
資
料
館

（
☎
０
９
４
８
・
25
・
２
９
３
０
）

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

第
44
回
飯
塚
新
人

音
楽
コ
ン
ク
ー
ル

の
お
知
ら
せ

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

　
全
国
の
新
人
音
楽
家
の
登
竜
門
と

し
て
知
ら
れ
る
「
飯
塚
新
人
音
楽
コ

ン
ク
ー
ル
」
を
開
催
し
ま
す
。

○
予
選
（
ピ
ア
ノ
・
声
楽
）

時
5
月
3
日
土
〜
4
日
日

料
5
0
0
円
（
2
日
間
共
通
券
）

○
本
選
（
ピ
ア
ノ
・
声
楽
）

時
6
月
8
日
日

料
一
般
　
前
売
１
０
０
０
円
（
当
日

　
１
２
０
０
円
）

　
小
・
中
・
高
校
生

　
前
売
５
０
０
円（
当
日
７
０
０
円
）

所
飯
塚
コ
ス
モ
ス
コ
モ
ン

※
詳
細
は
市
Ｈ
Ｐ
を
ご
覧
く
だ
さ

　
い
。

問
文
化
課

（
☎
０
９
４
８
・
43
・
３
４
４
８
）

　
飯
塚
新
人
音
楽
コ
ン
ク
ー
ル
開
催

　
事
務
局

（
☎
０
９
４
８
・
22
・
３
２
７
４

　
０
８
０
・
５
２
０
２
・
２
６
２
４
）

そ
の
他
（
お
知
ら
せ
）

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

４
月
は
20
歳
未
満

飲
酒
防
止
強
調
月
間
で
す

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

　
令
和
４
年
４
月
か
ら
民
法
の
成
年

年
齢
は
18
歳
に
引
き
下
げ
ら
れ
ま
し

た
が
、
お
酒
に
関
す
る
年
齢
制
限
は

20
歳
の
ま
ま
維
持
さ
れ
て
い
ま
す
。

お
酒
は
20
歳
に
な
っ
て
か
ら
飲
み
ま

し
ょ
う
。

問
博
多
税
務
署
　
酒
類
指
導
官

（
☎
０
９
２
・
６
４
１
・
８
１
３
１
）

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

旧
優
生
保
護
法
に
係
る

補
償
金
等
の
ご
案
内

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

対
【
補
償
金
】
優
生
手
術
を
受
け
た

　
本
人
お
よ
び
そ
の
配
偶
者
（
亡
く

　
な
ら
れ
て
い
る
場
合
は
遺
族
）

　【
一
時
金
】
優
生
手
術
ま
た
は
人

　
工
妊
娠
中
絶
を
受
け
た
本
人
で
生

　
存
し
て
い
る
方

内
旧
優
生
保
護
法
に
基
づ
く
優
生
手

　
術
（
生
殖
を
不
能
に
す
る
不
妊
手

　
術
）
や
人
工
妊
娠
中
絶
を
受
け
た

　
人
に
は
補
償
金
や
一
時
金
が
支
給

　
さ
れ
ま
す
。

※
母
体
保
護
や
疾
病
治
療
を
目
的
と

　
す
る
手
術
等
を
除
く

問
福
岡
県
旧
優
生
保
護
法
補
償
金
等

　
受
付
・
相
談
窓
口

（
☎
０
９
２
・
６
３
２
・
５
１
７
５

　
FAX
０
９
２
・
６
４
３
・
３
２
６
０
）

飯塚市の人口と世帯（前月比）
※住基と外国人の合計人口・世帯数

総人口
男
女

世帯数 4

施設改修に伴い、4月 1日火～6月 20日金まで
本場開催、場外発売はありません。

次回開催：6月21日土～本場ナイター開催
新しくなったメインスタンドが、遂にオープン !!

123,916     (-96)

59,227    (-52)
64,689    (-44)
64,078    (-52)

令和7年2月末現在
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―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

市
道
の
ポ
ッ
ト
ホ
ー
ル

（
舗
装
の
穴
ぼ
こ
）

情
報
提
供
の
お
願
い

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

　
道
路
を
通
行
中
に
事
故
や
け
が
に

つ
な
が
り
そ
う
な
ポ
ッ
ト
ホ
ー
ル
を

見
つ
け
た
場
合
は
ご
連
絡
を
お
願
い

し
ま
す
。

　
市
公
式
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
か
ら
直
接
市
に

通
報
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
詳
し

く
は
市
Ｈ
Ｐ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
土
木
管
理
課（
☎
内
線
１
５
４
５
）

各
支
所
経
済
建
設
課

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

あ
す
な
ろ
猫

事
業
に
つ
い
て

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

対
飼
い
主
の
い
な
い
猫
を
不
妊
・
去

　
勢
さ
せ
よ
う
と
す
る
人

料
メ
ス
一
頭
　
１
１
，
０
０
０
円

　
オ
ス
一
頭
　
５
，
５
０
０
円

※
申
込
者
自
己
負
担
（
税
込
）
で
す
。

申
電
子
申
込
（
あ
す
な
ろ
猫
事
業
Ｈ

　
Ｐ
よ
り
申
込
み
で
き
ま
す
。）

※
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
が
で
き

　
な
い
方
は
病
院
に
お
問
合
せ
下
さ

　
い
。

・
浜
野
動
物
病
院

（
☎
０
９
４
８
・
25
・
５
９
７
７
）

・
か
ほ
ま
ち
愛
犬
病
院

（
☎
０
９
４
８
・
57
・
１
８
８
４
）

▽
申
込
期
間

　
4
月
15
日
火
〜
5
月
15
日
木

▽
手
術
期
間

　
6
月
１
日
日
〜
7
月
31
日
木

問
環
境
整
備
課

（
☎
０
９
４
８
・
22
・
５
５
０
２
）

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

市
営
住
宅(

空
き
家)
入
居
者
募
集

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

対
①
市
内
に
住
民
登
録
が
あ
る
人
、

　
　
ま
た
は
市
内
勤
務
者

　
②
申
込
者
お
よ
び
同
居
予
定
者
が

　
　
市
町
村
税
を
滞
納
し
て
い
な
い

　
　
こ
と

　
③
政
令
で
規
定
す
る
所
得
要
件
に

　
　
該
当
す
る
こ
と

※
そ
の
他
、
単
身
入
居
な
ど
の
場
合

　
に
は
資
格
要
件
が
あ
り
ま
す
。
詳

　
し
く
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

時
５
月
１
日
木
〜
９
日
金

※
毎
週
木
曜
日
の
窓
口
延
長
で
は
、

　
受
付
し
て
い
ま
せ
ん
。

問
住
宅
課(

☎
内
線
１
５
２
１
）

　
各
支
所
経
済
建
設
課

※
同
課
に
備
え
付
け
の
申
込
案
内
書

　
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
直
接
窓

　
口
に
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

※
入
居
さ
れ
る
方
以
外
が
代
理
で
申

　
込
み
に
来
ら
れ
る
場
合
は
、
委
任

　
状
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

イ
イ
ヅ
カ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

セ
ン
タ
ー
は
改
修
に
伴
い

休
館
し
ま
す

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

●
休
館
期
間
（
予
定
）

【
中
央
公
民
館
・
サ
ン
ク
ス
】

時
令
和
7
年
5
月
1
日
木
〜

　
令
和
8
年
2
月
28
日
土

【
飯
塚
図
書
館
】

時
令
和
7
年
5
月
1
日
木
〜

　
令
和
8
年
3
月
31
日
火

　
中
央
公
民
館
窓
口
に
つ
い
て
は
、

5
月
16
日
金
ま
で
開
設
し
ま
す
。

　
そ
の
後
、
生
涯
学
習
に
関
す
る
対

応
窓
口
は
、
改
修
期
間
中
穂
波
庁
舎

へ
移
転
し
ま
す
が
、
土
曜
日
の
窓
口

開
設
は
行
い
ま
せ
ん
。

　
各
事
務
室
の
移
転
先
な
ど
の
詳
細

は
市
Ｈ
Ｐ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
生
涯
学
習
課

（
☎
０
９
４
８
・
22
・
３
２
７
４
）

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

介
護
保
険
料
の

基
準
所
得
金
額
が

変
更
に
な
り
ま
す

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

　
飯
塚
市
介
護
保
険
料
（
65
歳
以
上

の
第
１
号
被
保
険
者
）
の
所
得
段
階

の
基
準
所
得
金
額
が
次
の
と
お
り
変

更
と
な
り
ま
す
。

●
変
更
年
月
日

　
令
和
７
年
４
月
１
日

●
変
更
内
容

　
段
階
区
分
が
第
１
段
階
・
第
２
段

階
・
第
４
段
階
・
第
５
段
階
の
所
得

段
階
に
記
載
の
「
課
税
年
金
収
入
金

額
と
合
計
所
得
金
額
の
合
計
」
に
あ

る
80
万
円
が
80
万
９
千
円
に
な
り
ま

す
。

問
介
護
保
険
課
保
険
料
係

（
☎
０
９
４
８
・
96
・
８
２
３
１
）

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

事
業
者
公
募
説
明
会
の

お
知
ら
せ

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

　
第
９
期
介
護
保
険
事
業
計
画
に
お

い
て
整
備
す
る
と
し
て
い
る
「（
介

護
予
防
）
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活

介
護
」
を
飯
塚
地
区
に
１
事
業
所
２

ユ
ニ
ッ
ト
を
開
業
す
る
事
業
者
を
１

カ
所
公
募
し
、
併
せ
て
公
募
説
明
会

を
実
施
し
ま
す
。

対
公
募
要
領
に
お
け
る
申
請
条
件
に

　
該
当
す
る
法
人

時
４
月
25
日
金

申
事
前
申
込
み
制
で
個
別
に
行
い
ま

　
す
。
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

　
さ
い
。

問
介
護
保
険
課
事
業
所
係

（
☎
内
線
１
６
５
７
〜
１
６
５
９
）

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

遠
賀
川
環
境
保
全
活
動

団
体
支
援
助
成
事
業

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

　
遠
賀
川
流
域
で
、
河
川
の
水
質
の

改
善
等
を
目
的
と
し
た
環
境
保
全
活

動
を
行
う
住
民
団
体
等
に
対
し
て
、

そ
の
活
動
費
を
助
成
し
ま
す
。

対
支
流
を
含
む
遠
賀
川
流
域
で
活
動

　
を
行
っ
て
い
る
、
又
は
今
後
行
お

　
う
と
す
る
会
員
数
５
人
以
上
の
団

　
体
の
除
草
・
清
掃
活
動
・
水
質
・

　
生
物
調
査・普
及
啓
発
活
動
等（
他

　
か
ら
の
助
成
を
受
け
て
い
る
活
動

　
は
除
く
）

時
令
和
７
年
６
月
〜
令
和
８
年
１
月

内
１
団
体
あ
た
り
上
限
10
万
円

期
４
月
１
日
火
〜
18
日
金

問
北
九
州
市
上
下
水
道
局
水
質
試
験

　
所

（
☎
０
９
３
・
６
４
１
・
５
９
４
８

　
FAX
０
９
３
・
６
４
１
・
５
９
９
８
）

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

令
和
７
年
消
防
通
信

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

　
病
気
や
ケ
ガ
を
未
然
に
防
ぐ
た
め

に
、
日
頃
か
ら
気
を
付
け
る
ポ
イ
ン

ト
を
知
り
、
意
識
し
て
行
動
す
る
こ

と
を
「
予
防
救
急
」
と
い
い
ま
す
。

季
節
ご
と
の
予
防
救
急
を
各
自
意
識

し
て
行
い
ま
し
ょ
う
。

●
３
月
〜
６
月

　
ハ
チ
等
に
よ
る
刺
咬
傷
（
ア
ナ

　
フ
ィ
ラ
キ
シ
ー
）

●
７
月
〜
９
月

　
熱
中
症
等

●
10
月
〜
11
月

　
キ
ノ
コ
類
、
ア
ニ
サ
キ
ス
等
の
食

　
中
毒

●
12
月
〜
２
月

　
火
災
に
よ
る
火
傷
等

※
救
急
車
を
呼
ぶ
時
に
は
、
次
の
こ

　
と
に
気
を
付
け
ま
し
ょ
う
。

①
１
１
９
通
報
時
に
は
必
要
な
情
報

　
を
伝
達
（
場
所
、
症
状
、
氏
名
、

　
年
齢
、
か
か
り
つ
け
病
院
等
）

②
持
っ
て
行
く
も
の
を
準
備
（
保
険

　
証
、
お
薬
手
帳
等
）

③
家
を
出
る
時
の
確
認
（
火
の
元
や

　
施
錠
の
確
認
等
）

問
飯
塚
消
防
署
岩
崎
出
張
所

（
☎
０
９
４
８
・
42
・
０
６
５
５
）

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

厚
生
労
働
省
慰
霊
巡
拝

参
加
者
募
集

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

対
慰
霊
巡
拝
を
行
う
戦
域
に
お
け
る

　
戦
没
者
の
遺
族
で
、
健
康
状
態
が

　
良
好
な
人

時
所

①
８
月
下
旬
〜
９
月
上
旬

　
中
国
東
北
地
方
、イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、

　
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
共
和
国

②
９
月
中
旬

　
東
部
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア

③
９
月
下
旬
〜
10
月
中
旬

　
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
、

　
ト
ラ
ッ
ク
諸
島

④
11
月
中
旬

　
硫
黄
島
（
第
１
次
）

⑤
１
月
下
旬
〜
２
月
中
旬

　
パ
ラ
オ
諸
島
、フ
ィ
リ
ピ
ン
（
１・

　
２
・
３
班
）、
硫
黄
島
（
第
２
次
）

⑥
３
月
上
旬

　
ミ
ャ
ン
マ
ー

※
詳
し
く
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

申
社
会
・
障
が
い
者
福
祉
課

(

☎
０
９
４
８
・
96
・
８
２
３
４

　
FAX
０
９
４
８
・
21
・
６
３
５
６
）

問
福
岡
県
保
護
・
援
護
課

(
☎
０
９
２
・
６
４
３
・
３
３
０
１

　
FAX
０
９
２
・
６
４
３
・
３
３
０
６)

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

飯
塚
観
光
マ
イ
ス
タ
ー

（
観
光
案
内
人
）

養
成
講
座

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

対
飯
塚
近
隣
地
域
の
歴
史
・
文
化
に

　
興
味
が
あ
り
、
観
光
案
内
活
動
に

　
関
心
が
あ
る
方

時
４
月
26
日
土
〜
８
月
２
日
土

　
13
時
〜
15
時
　
計
８
回
（
予
定
）

所
立
岩
交
流
セ
ン
タ
ー

　
飯
塚
市
歴
史
資
料
館

内
①
郷
土
史
、
施
設
見
学
及
び
現
地

　
研
修
、
ガ
イ
ド
マ
ナ
ー
な
ど

　
②「
飯
塚
の
魅
力
」
を
伝
え
る
案

　
内
人
を
養
成
す
る
た
め
の
知
識
学

　
習

期
４
月
16
日
水

問
申
飯
塚
観
光
協
会

（
☎
０
９
４
８
・
22
・
３
５
１
１
　

　
FAX
０
９
４
８
・
22
・
２
５
２
８
）

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

令
和
７
年
度
第
１
回
危
険
物

取
扱
者
試
験
準
備
講
習
会

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

時
５
月
25
日
日

　
８
時
20
分
〜
17
時

所
飯
塚
地
区
消
防
本
部

内
乙
種
第
４
類

定
30
人

期
４
月
21
日
月
〜
５
月
16
日
金

　
８
時
半
〜
17
時
（
平
日
の
み
）

申
飯
塚
地
区
消
防
本
部
予
防
課

問
嘉
飯
地
区
危
険
物
安
全
協
会

　
飯
塚
地
区
消
防
本
部
予
防
課
内

（
☎
０
８
０
・
３
９
９
９
・
７
６
０
７
）

　

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

シ
ル
バ
ー
農
園

利
用
者
募
集

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

対
60
歳
以
上
の
市
内
に
住
所
を
有
す

　
る
方

所
菰
田
農
園

定
６
人
（
先
着
）

料
年
間
額
　
４
６
０
円
程
度

所
相
田
農
園

定
12
人
（
先
着
）

料
年
間
額
　
６
８
０
円
程
度

申
農
林
振
興
課（
☎
内
線
１
４
７
２
）

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

商
品
で
あ
る
軽
自
動
車
等（
販
売
用
）

の
課
税
を
免
除
し
ま
す

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

対
令
和
７
年
４
月
１
日
現
在
で
、

　
次
の
①
〜
④
ま
で
の
全
て
の
条
件

　
を
満
た
す
も
の

　
①
令
和
６
年
４
月
２
日
以
降
に
取

　
　
得
し
た
軽
自
動
車
等
で
あ
る
こ
と

　
②
軽
自
動
車
等
が
商
品
で
あ
る
こ
と

　
③
軽
自
動
車
等
が
使
用
し
な
い
も
の

　
　
で
あ
る
こ
と

　
④
申
請
者
は
、
所
有
し
て
い
る
軽
自

　
　
動
車
等
の
全
て
に
つ
い
て
税
を
滞

　
　
納
し
て
い
な
い
こ
と

期
４
月
30
日
水

※
詳
し
く
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

問
税
務
課
（
☎
内
線
１
０
６
０
）

※
課
税
免
除
の
申
請
は
、
本
庁
税
務

　
課
で
の
み
受
付
て
い
ま
す

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

固
定
資
産
税
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

　
令
和
７
年
度
の
固
定
資
産
税
に
係

る
土
地
ま
た
は
家
屋
の
価
格
な
ど
が

記
載
さ
れ
た
帳
簿
を
縦
覧
し
ま
す
。

対
固
定
資
産
税
の
納
税
者
、
納
税
者

　
と
同
居
の
親
族
・
納
税
管
理
人
、

　
納
税
者
の
代
理
人（
委
任
状
必
要
）

時
４
月
１
日
火
〜
６
月
２
日
月

　
８
時
半
〜
17
時
15
分

内
ご
自
身
及
び
第
三
者
の
不
動
産
評

　
価
額

※
帳
簿
の
写
し
は
交
付
で
き
ま
せ

　
ん
。
た
だ
し
、
縦
覧
期
間
中
は
縦

　
覧
で
き
る
人
か
ら
請
求
が
あ
っ
た

　
自
己
不
動
産
に
限
り
、「
令
和
７

　
年
度
名
寄
帳
兼
課
税
台
帳
」
の
写

　
し
を
交
付
し
ま
す
。

持
①
免
許
証
な
ど
身
分
確
認
が
で
き

　
　
る
も
の
。

　
②
前
年
度
の
納
税
通
知
書
、
課
税

　
　
資
産
明
細
書
の
い
ず
れ
か
一
つ
。

所
問
税
務
課
　
固
定
資
産
税
係

（
☎
０
９
４
８
・
22
・
５
５
１
０
）

※
帳
簿
の
縦
覧
は
支
所
で
は
行
っ
て

　
い
ま
せ
ん
。

募
集

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

令
和
７
年

国
勢
調
査
の
調
査
員

を
募
集
し
ま
す
！

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

対
20
歳
以
上
の
方
（
税
務
、
警
察
、

　
選
挙
事
務
等
と
直
接
関
係
の
な
い

　
方
）

時
令
和
７
年
８
月
下
旬
〜
10
月
下
旬

　（
約
２
ヵ
月
間
）

内
調
査
員
の
仕
事

　
・
調
査
員
事
務
説
明
会
へ
出
席

　
・
担
当
し
て
い
る
調
査
区
の
確
認

　
・
調
査
世
帯
を
訪
問
し
、
調
査
の

　
　
説
明
・
調
査
票
の
配
布
・
回
収

　
・
調
査
票
の
点
検
・
提
出

●
調
査
員
報
酬
　
約
４
万
〜
７
万

※
担
当
す
る
調
査
区
数
や
世
帯
数
に

　
よ
っ
て
増
減
し
ま
す

期
４
月
下
旬
ま
で

申
①
市
Ｈ
Ｐ
か
ら
電
子
申
請

　
②
同
課
に
備
付
の
申
込
書
（
市
Ｈ

　
　
Ｐ
で
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
に

　
　
記
入
の
上
、
メ
ー
ル
、Ｆ
Ａ
Ｘ
、

　
　
郵
送
ま
た
は
窓
口
提
出

　
③
電
話
申
込

問
総
務
課

（
☎
０
９
４
８
・
96
・
８
２
３
８

　
FAX
０
９
４
８
・
21
・
２
０
６
６

叞soum
u@
city.iizuka.lg.jp

）

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

令
和
８
年
度

公
共
施
設
指
定

管
理
者
の
募
集

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

期
募
集
要
項
配
布
期
間

　
４
月
１
日
火
〜
５
月
30
日
金

期
申
請
受
付
期
間

　
５
月
29
日
木
〜
５
月
30
日
金

対
問

○
飯
塚
市
リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ
工
房
棟

　
環
境
整
備
課

（
☎
０
９
４
８
・
96
・
８
５
０
８
）　

○
サ
ン
・
ア
ビ
リ
テ
ィ
ー
ズ
い
い
づ
か

　
社
会
・
障
が
い
者
福
祉
課

（
☎
０
９
４
８
・
22
・
５
５
０
７
）

○
飯
塚
市
新
産
業
創
出
支
援
セ
ン

　
タ
ー

　
産
学
振
興
課

（
☎
０
９
４
８
・
22
・
５
５
１
８
）

○
飯
塚
立
体
駐
車
場

　
建
設
政
策
課

（
☎
０
９
４
８
・
96
・
８
４
７
１
）

○
街
な
か
子
育
て
ひ
ろ
ば

　
こ
ど
も
家
庭
課

（
☎
０
９
４
８
・
43
・
３
３
０
５
）

※
詳
し
く
は
市
Ｈ
Ｐ
か
ら
ご
確
認
く

　
だ
さ
い
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

サ
ン
ク
ス
フ
ォ
ー
ラ
ム
実
行
委
員
を

募
集
し
ま
す

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

　
サ
ン
ク
ス
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
は
、
飯

塚
市
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
の
市

民
の
意
識
の
醸
成
を
図
り
、
男
女
共

同
参
画
社
会
づ
く
り
を
推
進
す
る
こ

と
を
目
的
に
毎
年
開
催
さ
れ
て
い
ま

す
。

　
今
年
度
の
開
催
に
向
け
て
実
行
委

員
と
し
て
活
動
で
き
る
方
を
募
集
し

ま
す
。

期
4
月
18
日
金

申
問
男
女
共
同
参
画
推
進
セ
ン

　
タ
ー
「
サ
ン
ク
ス
」

（
☎
０
９
４
８
・
22
・
７
０
５
８
）

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

大
規
模
災
害
時
に
お
け
る
災
害
復
旧

支
援
業
務
に
関
す
る
協
定
締
結
者
の

募
集

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

　
大
規
模
災
害
発
生
時
の
施
設
機
能

回
復
等
の
災
害
復
旧
支
援
業
務
に
関

す
る
協
定
締
結
者
を
募
集
し
ま
す
。

対
飯
塚
市
指
名
願
を
提
出
し
て
い
る

　
市
内
測
量
業
者

期
４
月
15
日
火
〜
５
月
30
日
金

●
協
定
期
間
　
　
　
　
　
　
　
　

　
６
月
１
日
日
〜
翌
年
５
月
31
日
日

※
４
月
15
日
か
ら
土
木
管
理
課
、
各

　
支
所
経
済
建
設
課
で
協
定
書
の
様

　
式
を
配
付
し
ま
す
。

問
土
木
管
理
課

（
☎
０
９
４
８
・
22
・
５
５
１
１
）

　
各
支
所
経
済
建
設
課

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

風
水
災
害
時
の
緊
急
対
策
等
に
関
す

る
協
定
締
結
者
の
募
集

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

　
風
水
災
害
発
生
時
の
施
設
機
能
回

復
の
た
め
の
緊
急
対
策
等
に
関
す
る

協
定
締
結
者
を
募
集
し
ま
す
。

対
飯
塚
市
指
名
願
提
出
の
市
内
業
者

　
※
工
種
ラ
ン
ク
は
不
問

期
４
月
15
日
火
〜
５
月
30
日
金

●
協
定
期
間

　
６
月
１
日
日
〜
翌
年
５
月
31
日
日

※
４
月
15
日
か
ら
土
木
管
理
課
、
各

　
支
所
経
済
建
設
課
で
協
定
書
の
様

　
式
を
配
付
し
ま
す
。

問
土
木
管
理
課

（
☎
０
９
４
８
・
22
・
５
５
１
１
）

　
各
支
所
経
済
建
設
課

講
演
・
講
座

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

料
理
教
室
　
参
加
者
募
集

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

対
市
内
居
住
の
人

時
４
月
25
日
金
　
10
時
〜
13
時

所
筑
穂
人
権
啓
発
セ
ン
タ
ー

内
料
理
教
室

　「
季
節
の
行
事
に
適
し
た
楽
し
い

　
食
事
づ
く
り
」

（
講
師
　
栗
木
　
千
代
香
さ
ん
）　

定
先
着
16
人

料
５
０
０
円

持
エ
プ
ロ
ン
・
三
角
巾
・
上
靴
・

　
マ
ス
ク

期
４
月
14
日
月

申
問
筑
穂
人
権
啓
発
セ
ン
タ
ー

(

☎
０
９
４
８
・
72
・
１
１
１
０)

イ
ベ
ン
ト

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

古
墳
の
特
別
公
開

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

　
川
島
古
墳
（
県
指
定
史
跡
）
と
小

正
西
古
墳
（
県
指
定
史
跡
）
を
特
別

公
開
し
ま
す
。
古
墳
公
開
日
に
は
、

普
段
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
古
墳
内

部
を
見
学
で
き
ま
す
。

時
４
月
19
日
土
、
20
日
日

　
９
時
半
〜
16
時
　

所
川
島
古
墳
公
園

　（
川
島
４
０
７‒

５
）

　
小
正
西
古
墳
公
園

　（
小
正
７
８
０‒

２
）

問
歴
史
資
料
館

（
☎
０
９
４
８
・
25
・
２
９
３
０
）

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

第
44
回
飯
塚
新
人

音
楽
コ
ン
ク
ー
ル

の
お
知
ら
せ

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

　
全
国
の
新
人
音
楽
家
の
登
竜
門
と

し
て
知
ら
れ
る
「
飯
塚
新
人
音
楽
コ

ン
ク
ー
ル
」
を
開
催
し
ま
す
。

○
予
選
（
ピ
ア
ノ
・
声
楽
）

時
5
月
3
日
土
〜
4
日
日

料
5
0
0
円
（
2
日
間
共
通
券
）

○
本
選
（
ピ
ア
ノ
・
声
楽
）

時
6
月
8
日
日

料
一
般
　
前
売
１
０
０
０
円
（
当
日

　
１
２
０
０
円
）

　
小
・
中
・
高
校
生

　
前
売
５
０
０
円（
当
日
７
０
０
円
）

所
飯
塚
コ
ス
モ
ス
コ
モ
ン

※
詳
細
は
市
Ｈ
Ｐ
を
ご
覧
く
だ
さ

　
い
。

問
文
化
課

（
☎
０
９
４
８
・
43
・
３
４
４
８
）

　
飯
塚
新
人
音
楽
コ
ン
ク
ー
ル
開
催

　
事
務
局

（
☎
０
９
４
８
・
22
・
３
２
７
４

　
０
８
０
・
５
２
０
２
・
２
６
２
４
）

そ
の
他
（
お
知
ら
せ
）

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

４
月
は
20
歳
未
満

飲
酒
防
止
強
調
月
間
で
す

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

　
令
和
４
年
４
月
か
ら
民
法
の
成
年

年
齢
は
18
歳
に
引
き
下
げ
ら
れ
ま
し

た
が
、
お
酒
に
関
す
る
年
齢
制
限
は

20
歳
の
ま
ま
維
持
さ
れ
て
い
ま
す
。

お
酒
は
20
歳
に
な
っ
て
か
ら
飲
み
ま

し
ょ
う
。

問
博
多
税
務
署
　
酒
類
指
導
官

（
☎
０
９
２
・
６
４
１
・
８
１
３
１
）

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

旧
優
生
保
護
法
に
係
る

補
償
金
等
の
ご
案
内

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

対
【
補
償
金
】
優
生
手
術
を
受
け
た

　
本
人
お
よ
び
そ
の
配
偶
者
（
亡
く

　
な
ら
れ
て
い
る
場
合
は
遺
族
）

　【
一
時
金
】
優
生
手
術
ま
た
は
人

　
工
妊
娠
中
絶
を
受
け
た
本
人
で
生

　
存
し
て
い
る
方

内
旧
優
生
保
護
法
に
基
づ
く
優
生
手

　
術
（
生
殖
を
不
能
に
す
る
不
妊
手

　
術
）
や
人
工
妊
娠
中
絶
を
受
け
た

　
人
に
は
補
償
金
や
一
時
金
が
支
給

　
さ
れ
ま
す
。

※
母
体
保
護
や
疾
病
治
療
を
目
的
と

　
す
る
手
術
等
を
除
く

問
福
岡
県
旧
優
生
保
護
法
補
償
金
等

　
受
付
・
相
談
窓
口

（
☎
０
９
２
・
６
３
２
・
５
１
７
５

　
FAX
０
９
２
・
６
４
３
・
３
２
６
０
）

【手話コーナー】
「おはよう・こんにちは
こんばんは」
「手話」は、動きのある言
語です。その動きを伝える
ために、動画
にまとめてい
ますのでご覧
ください。

こめかみにあてた拳を
下しながら軽く頭を下げる

おはよう

二本指を額 (ひたい )の中央に
当て、軽く頭を下げる

こんにちは

両手の手のひらを前に向け、
目の前で交差させながら
軽く頭を下げる

こんばんは


